
歳
星
の
記
事
に
よ
り
て
左
伝
国
語
の
製
作
年
代
と

　
　
干
支
紀
年
法
の
発
達
と
を
論
ず

新
城
新
蔵

　
　
　
序
　
　
言

左
伝
及
国
語
の
中
に
あ
る
歳
星
の
記
事
は
、
今
日
か
ら
推
算
し
吟
味
し
て
見
れ
ば
、
　

こ
と
ご
と

悉　
く
事
実
に
合
わ
な
い
。
是
等
の
記
事

は
決
し
て
其
当
時
の
実
見
に
基
い
た
も
の
で
は
な
く
、
後
の
時
代
か
ら
不
完
全
な
る
智
識
に
よ
り
推
歩
し
て
製
作
し
た
る
も
の

で
あ
る
こ
と
は
疑
も
な
い
。
従
っ
て
是
等
の
記
事
を
よ
く
咀
嚼
し
吟
味
し
た
な
ら
ば
、
一
方
に
於
て
は
是
等
の
記
事
の
製
作
年

代
、
引
い
て
は
左
伝
及
国
語
の
製
作
年
代
を
推
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
し
、
又
一
方
に
は
其
時
代
に
於
け
る
天
文
学

の
発
達
の
程
度
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
筈
で
あ
る
。
左
伝
の
製
作
年
代
に
関
し
て
は
古
来
多
く
の
議
論
が
あ
り
、
近
年
飯
島
忠

夫
氏
は
「
漢
代
の
暦
法
よ
り
見
た
る
左
伝
の
偽
作
」（
東
洋
学
報
第
二
巻
）を
論
ず
る
に
当
り
、
歳
星
の
記
事
を
　お主　
も
な
る
論
拠
と

し
て
、
左
氏
伝
は
漢
の
劉
歆
の
偽
作
な
り
と
断
定
し
て
居
ら
る
る
程
で
、
歳
星
記
事
の
詳
細
な
る
吟
味
は
甚
だ
望
ま
し
い
こ
と

で
あ
る
。
予
は
今
回（
大
正
七
年
）研
究
の
結
果
と
し
て
、
是
等
の
記
事
は
戦
国
時
代
に
製
作
せ
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
る
と
云
う

結
論
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
又
、
十
二
次
区
分
法
、
分
野
法
、
干
支
紀
年
法
等
の
、
戦
国
よ
り
秦
漢
に
亘
れ
る
際

1



に
於
け
る
発
達
に
関
し
て
も
、
大
体
の
了
解
を
得
た
様
に
思
う
、
由
来
、
春
秋
時
代
の
幼
稚
な
る
暦
法
と
、
太
初
暦
以
後
の
整

頓
せ
る
暦
法
と
の
間
の
連
鎖
は
　す

こ
ぶ頗　る

不
明
瞭
な
る
が
た
め
に
、
太
初
暦
は
外
国
よ
り
輸
入
せ
る
智
識
に
基
い
た
も
の
で
あ
ろ
う

と
疑
う
学
者
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
が（
例
え
ば
前
記
飯
島
氏
の
如
き
）発
達
径
路
の
　せ

ん
め
い

闡
明　
は
、
や
が
て
是
等
の
疑
団
を
一
掃

し
去
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

本
論
文
の
研
究
に
就
て
は
内
藤
狩
野
両
教
授
の
示
教
を
煩
わ
し
た
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
茲
に
謹
で
謝
意
を
表
す
る
。

　
　
　
材
　
　
料

先
ず
左
伝
及
国
語
の
中
に
あ
る
歳
星
の
記
事
を
摘
記
す
れ
ば
次
の
　ご

と如　
く
で
あ
る

㈠
周
語
　
景
王
二
十
三
年

王
　将
レ　
　鋳
二　
無
　
。
射
一　
　問
二　
律
於
伶
州
　鳩
一　
中
略

　
　
対
曰
。
昔
武
王
　伐
レ　
殷
。
歳
　在
二　
鶉
　
。
火
一　
月
　在
二　
天
　駟
一　
。
日
　在
二　
析
木
之
　
。
津
一　
辰
　在
二　

斗
　
。
柄
一　
星
　在
二　
天
　黿
一　
中
略

　
　
歳
之
　所
レ　
在
。
則
我
有
周
之
分
野
也
下
略

　
　

説
話
の
時

西
紀
前
五
二
二
年

武
王
伐
殷

年
代
不
明

歳
在
鶉
火

㈡
晋
語
　
文
公
齊
を
去
ら
ん
と
す
る
時

（
姜
氏
）　言
二　
於
公
　子
一　
曰
中
略

　
　
吾
聞
晋
之
始
封
也
。
歳
　在
二　
天
　
。
火
一　
閼
伯
之
星
也
。
実
　紀
二　
商
　人
一　
下
略

　
　

説
話
の
時

西
紀
前
六
四
六
年

晋
之
始
封

年
代
不
明

歳
在
大
火

2



㈢
晋
語

イ
文
公
　在
レ　
翟
十
二
年
中
略

　
　
　過
二　
五
　
。
鹿
一　
　乞
二　
食
於
野
　
。
人
一　
野
人
　挙
レ　
塊
以
　与
レ　
之
。
公
子
怒
。
　将
レ　
　鞭
レ　
之
。
子
犯
曰
。
天
賜
也
。

民
　以
レ　
土
服
。
又
何
求
焉
。
天
事
必
象
。
十
有
二
年
。
必
　獲
二　
此
　
。
土
一　
二
三
子
　志
レ　
之
。
歳
　在
二　
壽
　
。
星
一　
　及
二　
鶉
　
。
尾
一　
其
　有
二　
此

　土
一　
乎
。
天
以
命
矣
。
　復
二　
壽
　
。
星
一　
必
　獲
二　
諸
　
。
侯
一　
天
之
道
也
。
　由
レ　
是
　始
レ　
之
。
　有
レ　
此
其
　以
二　
戊
　申
一　
乎
。
　所
二　
以
　申
　一レ　　
土
也

説
話
の
時

西
紀
前
六
四
四
年

　得
レ　
塊
之
歳

西
紀
前
六
四
四
年

歳
在
壽
星

後
十
二
年
西
紀
前
六
三
三
年
十
一
月（
夏
正
）六
日
戊
申
の
日
に
果
し
て
五
鹿
の
地
を
取
れ
り

ロ
十
月
。
恵
公
卒
。
十
二
月
。
秦
伯
　納
二　
公
　子
一　
中
略

　
　
董
因
　迎
二　
公
於
　
。
河
一　
公
　問
レ　
焉
曰
。
吾
其
濟
乎
。
対
曰
。
歳
　在
二　
大
　
。
梁
一　

将
　集
二　
天
　
。
行
一　
元
年
始
受
。
実
沈
之
星
也
。
実
沈
之
虚
。
晋
人
是
居
。
　所
二　
以
　興
一　
也
。
今
君
　当
レ　
之
。
　無
レ　
　不
レ　
濟
矣
。
君
之

行
也
。
歳
　在
二　
大
　
。
火
一　
大
火
閼
伯
之
星
也
。
是
　謂
二　
大
　辰
一　
下
略

　
　

説
話
の
時

西
紀
前
六
三
七
年

濟
河
之
歳

西
紀
前
六
三
七
年

歳
在
大
梁

奔
狄
之
歳

西
紀
前
六
五
五
年

歳
在
大
火

㈣
左
伝イ

襄
公
二
十
八
年
　
春
。
無
冰
。
梓
慎
曰
。
今
茲
宋
鄭
其
饑
乎
。
歳
　在
二　
星
　
。
紀
一　
而
　淫
二　
於
玄
　
。
枵
一　
以
　有
二　
時
　
。
菑
一　
陰
　不
レ　
　堪
レ　

陽
。
蛇
　乗
レ　
龍
。
龍
宋
鄭
之
星
也
中
略

　
　

裨
竈
曰
。
今
茲
周
王
及
楚
子
皆
　将
レ　
死
。
歳
　棄
二　
其
　
。
次
一　
而
　旅
二　
於
明
年
之
　
。
次
一　
以
　害
二　
鳥
　
。
帑
一　
周
楚
　悪
レ　
之
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説
話
の
時

西
紀
前
五
四
五
年

星
紀
と
玄
枵

ロ
襄
公
三
十
年
　
　於
二　
子
蟜
之
　卒
一　
也
。
　将
レ　
葬
。
公
孫
揮
　与
二　
裨
　竈
一　
晨
　会
レ　
事
焉
。
　過
二　
伯
有
　
。
氏
一　
其
門
上
　生
レ　
莠
。
子
羽
曰
。

其
莠
猶
在
乎
。
　於
レ　
是
歳
　在
二　
降
　
。
婁
一　
降
婁
中
而
旦
。
裨
竈
　指
レ　
之
。
曰
其
猶
　可
二　
以
　終
　一レ　　
歳
。
歳
　不
レ　
　及
二　
此
　次
一　
也
已
。
　及
二　
其

　亡
一　
也
。
歳
　在
二　
娵
訾
之
　
。
口
一　
其
明
年
乃
　及
二　
降
　
。
婁
一　
僕
展
　従
二　
伯
　
。
有
一　
　与
レ　
之
皆
死

説
話
の
時

西
紀
前
五
四
三
年

歳
在
娵
訾

ハ
昭
公
八
年
　
晋
侯
　問
二　
於
史
　
。
趙
一　
曰
陳
其
遂
亡
乎
。
対
曰
。
未
也
。
公
曰
。
何
故
。
対
曰
。
陳
顓
頊
之
族
也
。
歳
　在
二　
鶉

　火
一　
。
是
以
卒
滅
。
陳
　将
レ　
　如
レ　
之
。
今
　在
二　
析
木
之
　
。
津
一　
猶
　将
二　
復
　由
一　

説
話
の
時

西
紀
前
五
三
四
年

歳
在
析
木

ニ
昭
公
九
年
　
夏
四
月
。
陳
災
。
鄭
裨
竈
曰
。
五
年
陳
将
復
封
。
封
五
十
二
年
而
遂
亡
。
子
産
　問
二　
其
　故
一　
。
対
曰
。
陳
水

属
也
中
略

　
　
歳
五
　及
二　
鶉
　
。
火
一　
而
後
陳
卒
亡
。
楚
克
　有
レ　
之
。
天
之
道
也
。
故
　曰
二　
五
十
二
　年
一　

説
話
の
時

西
紀
前
五
三
三
年

　
　
五
及
鶉
火
の
歳
西
紀
前
四
七
八
年
に
陳
果
し
て
亡
ぶ

ホ
昭
公
十
年
　
春
王
正
月
。
　有
レ　
星
　出
二　
于
婺
　
。
女
一　
鄭
裨
竈
　言
二　
於
子
　
。
産
一　
曰
七
月
戊
子
。
晋
君
　将
レ　
死
。
今
茲
歳
　在
二　
顓
頊
之

　
。
虚
一　
姜
氏
任
氏
実
　守
二　
其
　地
一　
。
　居
二　
其
維
　
。
首
一　
而
　有
二　
妖
　星
一　
焉
。
　告
二　
邑
　姜
一　
也

説
話
の
時

西
紀
前
五
三
二
年

歳
在
顓
頊
之
虚

ヘ
昭
公
十
一
年
　
景
王
　問
二　
於
萇
　弘
一　
曰
。
今
茲
諸
侯
何
実
吉
。
何
実
凶
。
対
曰
。
蔡
凶
。
此
蔡
侯
般
　弑
二　
其
　君
一　
之
歳
也
。
歳

　在
二　
豕
　
。
韋
一　
　弗
レ　
　過
レ　
此
矣
。
楚
　将
レ　
　有
レ　
之
。
然
壅
也
。
歳
　及
二　
大
　
。
梁
一　
蔡
復
楚
凶
。
天
之
道
也
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説
話
の
時

西
紀
前
五
三
一
年

歳
在
豕
韋

㈤
左
伝

昭
公
三
十
二
年
　
夏
。
呉
　伐
レ　
越
。
始
　用
二　
師
於
　越
一　
也
。
史
墨
曰
。
　不
レ　
　及
二　
四
十
　
。
年
一　
越
其
　有
レ　
呉
乎
。
越
　得
レ　
歳
而
呉
　伐
レ　

之
。
必
　受
ニ　
其
　凶
一　

説
話
の
時

西
紀
前
五
一
〇
年

越
得
歳

三
十
八
年
の
後

西
紀
前
四
七
三
年

越
滅
呉

是
等
の
記
事
に
就
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
第
一
に
そ
の
　す

べ凡　
て
が
占
星
　も

し若　
く
は
豫
言
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
第
二
に

そ
の
豫
言
が
余
り
に
よ
く
適
中
せ
る
こ
と
、
殊
に
㈢
イ
の
場
合
の
如
き
は
十
二
年
後
に
五
鹿
地
方
を
得
る
時
日
ま
で
豫
言
し
て

適
中
し
て
居
る
の
は
、
常
識
よ
り
見
て
も
無
論
事
件
の
あ
っ
た
後
よ
り
作
製
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

第
三
に
歳
星
の
位
置
を
示
す
に
十
二
次
を
用
い
て
居
る
こ
と
。
第
四
に
占
星
又
は
豫
言
の
方
法
は
分
野
の
考
に
よ
れ
る
こ
と
等

で
あ
る
。

な
お
参
照
の
た
め
、
次
の
二
つ
の
記
事
を
併
せ
考
う
る
こ
と
と
す
る
。

㈥
漢
元
年
　
西
紀
前
二
〇
六
年

イ
史
記
天
官
書
　
漢
之
興
。
五
星
　聚
二　
于
東
　井
一　

ロ
漢
書
高
帝
紀
　
元
年
冬
十
月
。
五
星
　聚
二　
于
東
　井
一　

ハ
漢
書
天
文
志
　
漢
元
年
十
月
。
五
星
　聚
二　
于
東
　井
一　

㈦
太
初
元
年
　
西
紀
前
一
〇
四
年
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イ
史
記
歴
書
　
太
初
元
年
。
歳
名
焉
逢
攝
提
格

史
記
天
官
書
　
　以
二　
攝
提
格
　歳
一　
。
歳
陰
左
行
　在
レ　
寅
。
歳
星
右
転
　居
レ　
丑
。
正
月
　与
二　
斗
牽
　牛
一　
。
晨
　出
二　
東
　
。
方
一　
名
　曰
二　
監
　徳
一　

ロ
漢
書
律
歴
志
　
太
初
元
年
。
　距
二　
上
　元
一　
十
四
万
三
千
一
百
二
十
七
歳
。
前
十
一
月
甲
子
朔
旦
冬
至
。
歳
　在
二　
星
　
。
紀
一　
婺
女
六

度
。
故
漢
志
曰
。
歳
　名
二　
困
　敦
一　
。
正
月
歳
星
　出
二　
婺
　女
一　

此
外
に
孔
頴
達
の
春
秋
正
義
に
は
春
秋
十
二
公
の
元
年
毎
に
是
歳
歳
　在
二　
某
　次
一　
を
記
し
て
あ
る
が
、
是
等
は
皆
三
統
術
の
百

四
十
四
年
超
辰
の
法
に
よ
り
て
後
か
ら
推
算
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
特
に
吟
味
す
る
必
要
は
な
い
。

　
　
　
考
証
の
一
、
年
代

前
節
に
掲
げ
た
る
材
料
の
中
、
㈢
以
下
の
年
代
に
就
て
は
殆
ど
疑
問
を
容
る
る
の
余
地
は
な
い
が
、
㈠
及
㈡
に
就
て
は
、
太

史
公
の
史
記
編
纂
時
代
に
既
に
不
明
で
あ
っ
て
、
史
記
年
表
に
は
共
和
以
後
を
始
め
て
年
次
に
よ
っ
て
聯
ね
て
居
る
。
今
林
春

溥
の
古
史
考
年
異
同
表
に
よ
れ
ば
、
武
王
克
殷
の
歳
は

竹
書
紀
年
　
　
辛
卯
　
　
西
紀
前
一
〇
五
〇
年

史
　
　
記
　
　
甲
午
　
　

一
〇
四
七
年

帝
王
世
紀
　
　
乙
酉
　
　

一
一
一
六
年

三
統
歴
　
　
已
卯
　
　

一
一
二
二
年

大
衍
歴
　
　
辛
卯
　
　

一
一
一
〇
年
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通
　
　
志
　
　
已
卯
　
　
一
一
二
二
年

詩
正
義
　
　
辛
未
　
　
一
一
三
〇
年

通
鑑
前
編
　
　
已
卯
　
　
一
一
二
二
年

等
と
あ
り
、
雑
然
と
し
て
帰
着
す
る
所
を
知
ら
な
い
。
な
お
こ
の
中
三
統
歴
と
大
衍
歴
と
に
記
載
せ
る
年
代
は
、
　そ夫　
れ
　ぞ夫　
れ
の
歴

法
に
て
推
歩
し
て
加
減
し
た
る
年
代
で
あ
る
故
に
、
我
々
の
目
的
に
は
用
を
な
さ
な
い
。
現
下
の
問
題
の
た
め
に
は
、
必
ず
し

も
真
正
の
年
代
で
な
く
と
も
戦
国
時
代
に
信
ぜ
ら
れ
て
居
っ
た
年
代
で
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
す
ら
も
不
明
で
あ
る
。

竹
書
紀
年
は
戦
国
時
代
の
書
冊
が
、
西
紀
前
二
九
六
年
に
歿
し
た
る
魏
の
哀
王
の
墓
の
中
に
保
存
せ
ら
れ
晋
の
太
康
年
間
に

至
り
て
世
に
出
で
た
る
も
の
と
云
わ
れ
て
居
る
の
で
、
戦
国
時
代
に
行
わ
れ
て
居
っ
た
紀
年
を
知
る
た
め
に
は
、
有
力
な
る
材

料
を
提
供
す
べ
き
筈
で
あ
る
。
　し

か併　
し
発
見
当
時
の
古
本
竹
書
紀
年
は
宋
代
に
至
り
て
全
く
散
佚
し
、
今
本
は
其
後
篤
学
の
士
が

諸
書
に
引
用
せ
る
も
の
を
蒐
輯
し
て
再
び
構
成
せ
る
も
の
で
、
こ
の
構
成
の
際
に
、
古
本
に
な
き
異
分
子
の
　ざ

ん
に
ゅ
う

竄
入　
せ
る
も
の
甚

だ
多
く
、
今
本
竹
書
紀
年
中
の
ど
れ
だ
け
の
部
分
が
果
し
て
戦
国
時
代
よ
り
伝
来
せ
る
も
の
で
あ
る
か
を
判
別
す
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
。

武
王
伐
殷
の
歳
に
関
し
て
、
今
本
竹
書
紀
年
に
は

イ（
帝
辛
）五
十
二
年
庚
寅
周
始
　伐
レ　
殷

ロ（
武
王
）十
二
年
辛
卯
。
王
　率
二　
西
夷
諸
　侯
一　
　伐
レ　
殷
。
　敗
二　
之
于
淕
　野
一　

ハ
武
王
　滅
レ　
殷
。
歳
　在
二　
庚
　
。
寅
一　
二
十
四
年
。
歳
　在
二　
甲
　
。
寅
一　
　定
二　
鼎
洛
　
。
邑
一　
　至
二　
幽
　
。
王
一　
二
百
五
十
七
年
。
共
二
百
八
十
一
年
。

　自
二　
武
王
元
年
已
　
。
卯
一　
　至
二　
幽
王
庚
　
。
午
一　
二
百
九
十
二
年
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と
あ
る
が
、
王
国
維
氏
の
古
本
竹
書
紀
年
輯
校
及
び
今
本
竹
書
紀
年
疏
証
に
考
証
せ
ら
る
る
所
に
よ
れ
ば
、
宋
以
前
の
古
本
竹

書
紀
年
に
は

ニ（
武
王
）十
一
年
。
庚
寅
。
周
始
　伐
レ　
殷

ホ
王
　率
二　
西
夷
諸
　
。
侯
一　
　伐
レ　
殷
。
　敗
二　
之
于
淕
　野
一　

ヘ
　自
二　
武
王
　滅
　一レ　　
殷
。
以
　至
二　
幽
　
。
王
一　
凡
二
百
五
十
七
年

と
あ
っ
た
ろ
う
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
幽
王
平
王
の
年
次
は
史
記
年
表
に
明
記
し
あ
り
て
、
平
王
元
年
は
西
紀
前
七
七
〇
年
で

あ
る
こ
と
は
疑
な
い
よ
う
で
あ
る
。
故
に
武
王
伐
殷
の
歳
は
ハ
に
よ
れ
ば
西
紀
前
一
〇
五
一
年
と
な
り
、
ヘ
に
よ
れ
ば
西
紀
前

一
〇
二
七
年
と
な
る
筈
で
あ
る
が
、
同
じ
古
本
中
に
あ
る
べ
き
ニ
の
干
支
と
ヘ
の
年
数
と
は
互
に
調
和
し
な
い
。
今
本
は
こ
の

二
つ
を
調
和
せ
ん
が
た
め
に
二
十
四
年
を
増
加
し
た
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

思
う
に
年
代
に
附
せ
る
干
支
は
、
王
氏
も
云
え
る
　ご

と如　
く
、
宋
以
前
の
古
本
に
は
あ
る
が
、
原
本
に
は
な
く
し
て
発
見
後
に
附

加
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
杜
預
の
春
秋
経
伝
集
解
後
序
に
、
竹
書
紀
年
発
見
当
時
の
こ
と
を
記
せ
る
中
に

蓋
魏
国
之
史
記
也
。
　推
二　
校
哀
王
二
十
　
。
年
一　
大
歳
　在
二　
壬
　戌
一　
中
略

　
　
　去
二　
今
大
康
三
　
。
年
一　
五
百
八
十
一
歳
下
略

　
　

と
あ
る
。
推
校
と
云
え
る
に
よ
り
て
察
す
れ
ば
、
発
見
の
ま
ま
の
原
文
中
に
は
年
代
に
附
せ
る
干
支
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、

又
最
初
通
読
の
際
に
直
ち
に
干
支
を
記
入
し
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
せ
ら
る
る
の
で
あ
る
。
又
後
段
に
論
ず
る
が
　ご

と如　
く
、
干
支
紀

年
法
は
、
一
般
に
広
く
用
い
ら
れ
た
の
は
後
漢
以
後
の
こ
と
で
あ
り
、
其
原
始
的
な
形
式
に
て
は
戦
国
時
代
に
も
行
わ
れ
て
居
っ

た
と
思
わ
る
る
が
、
戦
国
時
代
に
於
け
る
数
え
方
に
よ
れ
ば
、
太
康
三
年
よ
り
五
百
八
十
一
年
前
の
哀
王
二
十
年
は
、
壬
戌
に

非
ず
し
て
庚
申
で
あ
る
べ
き
筈
で
あ
る（
後
段
第
十
一
節
参
照
）。
哀
王
二
十
年
を
壬
戌
と
し
そ
れ
に
調
和
す
る
如
き
干
支
紀
年
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法
は
、
　す

べ凡　
て
後
漢
以
後
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
戦
国
時
代
の
竹
書
紀
年
に
は
あ
り
得
な
い
筈
で
あ
る
。

既
に
年
代
に
応
ず
る
干
支
を
以
て
発
見
以
後
の
記
入
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
密
接
の
関
係
あ
る
積
年
通
算
も
亦
同
時
の

記
入
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
ヘ
の
二
百
五
十
七
年
と
云
え
る
も
果
し
て
戦
国
時
代
の
原
本
に
あ
り
し
や
否
や
疑
わ
し
い
。

要
す
る
に
材
料
の
㈠
伐
殷
之
歳
の
年
代
は
不
明
で
あ
る
。
㈡
晋
の
始
封
の
歳
も
同
様
で
あ
る
。

　
　
　
考
証
の
二
、
十
二
次

歳
星
の
位
置
は
十
二
次
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
居
る
。
十
二
次
は
黄
道
に
沿
う
た
る
天
の
一
周
を

壽
星

大
火

析
木

星
紀

玄
枵

娵
訾

降
婁

大
梁

実
沈

鶉
首

鶉
火

鶉
尾

の
順
序
に
十
二
に
等
分
し
た
も
の
で
、
各
次
三
十
度
宛
。
壽
星
の
中
央
は
秋
分
点
に
、
星
紀
の
中
央
は
冬
至
点
に
、
降
婁
の
中

央
は
春
分
点
に
、
鶉
首
の
中
央
は
夏
至
点
に
当
る
。
是
等
の
名
称
は
、
漢
書
律
歴
志
以
後
は
代
々
の
歴
志
に
見
え
実
際
に
用
い

ら
れ
て
居
る
が
、
漢
以
前
の
も
の
で
は
、
左
伝
国
語
及
爾
雅
に
あ
る
の
み
で
、
呂
氏
春
秋
や
淮
南
子
や
史
記
に
見
え
な
い
の
は

或
る
意
味
に
於
て
不
思
議
で
あ
る
と
云
え
る（
後
段
第
十
三
節
及
第
十
五
節
参
照
）。
爾
雅
に
は

壽
星
角
亢
也
。
大
辰
房
心
尾
也
。
大
火
　謂
二　
之
大
　
。
辰
一　
析
木
之
津
箕
斗
之
間
漢
津
也
。
星
紀
斗
牽
牛
也
。
玄
枵
虚
也
。
娵
訾

之
口
営
室
東
壁
也
。
降
婁
奎
婁
也
。
大
梁
昴
也
。
咮
　謂
二　
之
　
。
柳
一　
柳
鶉
火
也

と
あ
る
。
十
二
次
の
位
置
は
歳
差
な
る
現
象
の
た
め
に
、
恒
星
に
対
し
て
少
し
ず
つ
ず
れ
、
恒
に
同
一
の
関
係
は
有
せ
ざ
る
筈

で
あ
る
が
、
爾
雅
に
記
せ
る
相
互
の
関
係
は
、
丁
度
戦
国
時
代
に
於
け
る
十
二
次
の
位
置
を
示
せ
る
も
の
で
あ
る
。
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某
年
に
歳
　在
二　
某
　次
一　
を
云
う
こ
と
は
、
其
年
の
始
め
に
於
け
る
歳
星
の
位
置
が
其
次
の
範
囲
内
に
あ
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。

故
に
多
く
の
場
合
の
平
均
を
取
り
て
云
え
ば
、
年
始
に
於
け
る
歳
星
の
位
置
が
丁
度
其
次
の
中
央
に
あ
る
と
云
う
こ
と
に
な
る

筈
で
あ
る
。
　し

か然　
る
に
一
方
に
於
て
標
準
的
元
始
の
年
に
は
、
歳
星
が
年
始
に
星
紀
の
次
の
始
め
に
あ
り
、
年
末
に
其
次
の
終
り

に
あ
る
を
以
て
理
想
と
し
て
居
る
こ
と
は
、
例
え
ば
漢
書
律
歴
志
に

上
略

　
　
以
紀
日
月
。
故
　曰
二　
星
　
。
紀
一　
五
星
　起
二　
其
　
。
初
一　
日
月
　起
二　
其
　中
一　

と
あ
る
を
見
て
も
明
か
で
あ
る
。

十
二
次
の
名
称
及
び
十
二
次
と
恒
星
と
の
関
係
か
ら
、
十
二
次
制
度
の
年
代
を
推
定
す
る
こ
と
が
出
来
得
べ
き
筈
で
あ
る
。
こ

の
事
は
後
段
に
譲
る（
第
十
三
節
）

　
　
　
考
証
の
三
、
分
野

材
料
の
㈤
の
越
　得
レ　
歳
と
云
う
の
は
、
こ
の
年
の
歳
星
の
位
置
が
越
の
分
野
に
あ
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
分
野
と
云
う
の
は
、

天
の
部
分
、
主
と
し
て
黄
道
方
面
の
一
周
を
地
上
の
各
方
面
に
割
り
附
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
　い

わ
ゆ
る

所
謂　
越
の
分
野
は
天
の

何
れ
の
部
分
な
り
や
。
こ
の
問
題
は
一
見
　す

こ
ぶ頗　る
簡
単
で
直
ち
に
答
え
得
べ
き
も
の
の
　ご

と如　
く
で
あ
る
が
、
実
際
は
甚
だ
複
雑
に
し

て
且
つ
重
要
な
る
問
題
で
、
実
に
本
論
文
の
眼
目
を
な
し
て
居
る
。

普
通
に
行
わ
れ
て
居
る
説
で
は
、
呉
越
の
分
野
は
星
紀
で
、
従
っ
て
越
　得
レ　
歳
と
云
う
の
は
、
此
年
歳
星
が
星
紀
に
在
っ
た
と

云
う
こ
と
で
あ
る
。
　し

こ
う而　し

て
左
伝
の
本
文
の
意
味
は
杜
預
の
注
に

此
年
歳
　在
二　
星
　
。
紀
一　
星
紀
呉
越
之
分
也
。
歳
星
　所
レ　
在
。
其
国
　有
レ　
福
。
呉
先
　用
レ　
兵
。
故
反
　受
二　
其
　殃
一　
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と
あ
る
　ご

と如　
く
、
呉
も
越
も
共
に
歳
を
得
て
居
る
の
に
、
呉
先
ず
兵
を
動
か
し
て
、
歳
を
得
て
居
る
越
を
攻
め
た
か
ら
わ
る
い
と

云
う
の
で
あ
る
が.

こ
の
解
釈
は
　す

こ
ぶ頗　る
無
理
で
あ
る
。
　も若　
し
呉
も
越
も
共
に
歳
を
得
て
居
る
な
ら
ば
本
文
に
越
　得
レ　
歳
と
書
く
筈

が
な
い(

1)。
或
は
説
を
な
し
て
、
同
じ
星
紀
の
中
で
も
越
の
分
は
其
初
め
の
斗
に
当
り
、
呉
の
分
は
其
終
り
の
牛
女
に
当
る
が
故

に
、
此
年
歳
星
が
星
紀
の
初
め
に
在
り
て
越
だ
け
が
歳
を
得
、
呉
は
ま
だ
歳
を
得
な
い
の
で
あ
る
と
云
う
の
も
あ
る
が
、
こ
の

説
も
充
分
の
論
拠
が
な
い
上
に
、
本
文
の
解
釈
と
し
て
も
　す

こ
ぶ頗　る

不
充
分
な
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。

分
野
の
考
え
を
纒
め
て
こ
れ
を
整
理
し
、
黄
道
の
一
周
天
を
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
割
り
当
て
た
の
は
、
後
段
に
論
ず
る
が
　ご

と如　
く
、

戦
国
時
代
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
今
日
伝
っ
て
居
る
の
は
、
淮
南
子
天
文
訓
、
史
記
天
官
書
、
及
び
漢
書
地
理
志
に
記
載

せ
る
も
の
で
、
み
な
漢
以
後
の
も
の
の
み
で
あ
る

イ
淮
南
子
天
文
訓

星
部
地
名
。
角
亢
鄭
。
氐
房
心
宋
。
尾
箕
燕
。
斗
牽
牛
越
。
須
女
呉
。
虚
危
齊
。
営
室
東
壁
衞
。
奎
婁
魯
。
胃
昴
畢
魏
。
觜

嶲
参
趙
。
東
井
輿
鬼
秦
。
柳
七
星
張
周
。
翼
軫
楚

ロ
史
記
天
官
書

角
亢
氐
兗
州
。
房
心
豫
州
。
尾
箕
幽
州
。
斗
江
湖
。
牽
牛
婺
女
楊
州
。
虚
危
青
州
。
営
室
東
壁
并
州
。
奎
婁
胃
徐
州
。
昴

畢
冀
州
。
觜
觽
参
益
州
。
東
井
輿
鬼
雍
州
。
柳
七
星
張
三
河
。
翼
軫
荊
州

中
略

　
　
二
十
八
舎
。
　主
二　
十
二
　
。
州
一　
斗
秉
　兼
レ　
之
。
　所
二　
従
　来
一　
久
矣
。
秦
之
彊
也
。
候
　在
二　
太
　
。
白
一　
占
　於
二　
狼
　
。
弧
一　
呉
楚
之
疆
。
候

　在
二　
熒
　
。
惑
一　
占
　於
二　
鳥
　
。
衡
一　
燕
齊
之
疆
。
候
　在
二　
辰
　星
一　
。
占
　於
二　
虚
　
。
危
一　
宋
鄭
之
疆
。
候
　在
二　
歳
　星
一　
。
占
　於
二　
房
　
。
心
一　
晋
之
疆
、

亦
候
　在
二　
辰
　星
一　
。
占
　於
二　
参
　罰
一　
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ハ
前
漢
書
地
理
志

秦
地
　於
二　
天
　官
一　
東
井
輿
鬼
之
分
野
也
。
魏
地
觜
觽
参
之
分
野
也
。
周
地
柳
七
星
張
之
分
野
也
。
韓
地
角
亢
氐
之
分
野
也
。
趙

地
昴
畢
之
分
野
。
燕
地
尾
箕
分
野
也
。
齊
地
虚
危
之
分
野
也
。
魯
地
奎
婁
之
分
野
也
。
宋
地
房
心
之
分
野
也
。
衞
地
営
室

東
壁
之
分
野
也
。
楚
地
翼
軫
之
分
野
也
。
呉
地
斗
分
野
也
。
粤
地
牽
牛
婺
女
之
分
野
也

是
等
相
互
の
間
に
多
少
の
異
同
が
あ
る
の
は
、
伝
来
の
間
に
自
然
に
生
じ
た
誤
で
あ
ろ
う
。
当
面
の
問
題
な
る
呉
越
の
分
野
に

就
て
は
、
淮
南
子
と
前
漢
書
と
に
て
順
序
相
転
倒
し
、
其
何
れ
か
一
方
を
正
し
と
す
る
よ
り
は
　む

し寧　
ろ
呉
越
は
始
め
よ
り
同
一
次

（
星
紀
）な
り
し
と
解
す
る
方
穏
当
な
る
か
に
見
ゆ
る
が(

2)、
更
に
一
歩
を
進
め
て
、
戦
国
時
代
の
分
野
も
果
し
て
是
等
と
異
な
る

所
な
か
り
し
や
否
や
を
考
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

呉
越
の
分
野
の
問
題
と
関
聯
し
て
、
燕
の
分
野
が
析
木（
尾
箕
）で
あ
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
分
野
の
割
り
当
て
は
、
大
体

に
於
て
南
東
北
西
の
順
に
地
上
に
割
り
当
て
た
の
で
あ
る
が
、
其
中
燕
の
分
野
が
析
木
な
る
こ
と
だ
け
は
、
目
立
ち
て
不
規
則

で
あ
る
。
何
等
か
　か斯　
く
あ
る
べ
き
特
殊
の
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

徐
発
の
天
元
暦
理
は
其
分
野
論
に
於
て
、
呉
越
の
分
野
と
、
燕
の
分
野
と
の
二
問
題
を
捉
え
、
巧
み
に
之
を
解
決
し
、
し
か
も

大
体
に
於
て
　せ

い
こ
く

正
鵠　
を
得
て
居
る
と
思
わ
る
る
の
は
、
実
に
二
千
年
来
の
疑
団
を
氷
釈
せ
し
め
た
も
の
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
其

説
に
よ
れ
ば
分
野
の
割
り
当
は
戦
国
よ
り
漢
に
移
る
際
に
多
少
の
変
更
を
受
け
た
が
、
其
　お主　
も
な
る
も
の
は
越
と
燕
の
分
野
で

あ
る
。
古
分
野
に
て
は
、
析
木
は
越
の
分
野
、
星
紀
は
呉
の
分
野
で
、
燕
は
齊
の
分
野
の
一
部
に
含
ま
れ
特
別
の
割
り
当
を
有

せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　か斯　
く
す
れ
ば
分
野
の
割
り
当
は
全
体
と
し
て
順
序
よ
く
誠
に
自
然
的
で
あ
る
。
　し

か然　
る
に
漢
初
に
至
り

て
南
越
王
尉
陀
固
き
を
負
ん
で
久
し
く
王
化
に
服
せ
な
い
の
で
、
漢
人
こ
れ
を
　に

く悪　
み
、
越
を
分
野
の
割
り
当
よ
り
省
き
、
越
よ

12



り
取
り
上
げ
た
析
木
を
、
漢
初
に
大
功
あ
っ
た
燕
に
与
え
、
　か斯　
く
し
て
遂
に
星
紀
は
呉
越
の
分
野
、
析
木
は
燕
の
分
野
と
な
る

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

天
元
暦
理
全
書
考
古
之
四
　
　
若
　并
二　
越
于
　
。
呉
一　
而
　易
レ　
之
　以
レ　
燕
。
則
漢
人
之
変
法
。
漢
初
燕
最
　有
レ　
功
。
越
最
　負
レ　
固
。
故

　易
二　
之
　
。
燕
一　
燕
適
　在
二　
東
北
寅
　地
一　
。
古
法
　似
下　
　以
二　
齊
秦
趙
楚
越
五
大
　国
一　
　為
中　
外
　
。
方
上　
其
余
七
国
。
倶
　属
二　
内
　
。
方
一　
理
或
　有
レ　
之

　か
く斯　
の
　ご

と如　
き
論
断
の
根
拠
は
第
一
に
は
当
面
の
問
題
な
る
二
つ
の
事
実
が
最
も
自
然
的
に
解
釈
さ
る
る
こ
と
。
第
二
に
は
前
掲

ロ
史
記
天
官
書
の
分
野
の
後
段
に
「
燕
齊
の
彊
は
虚
危
に
占
す
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
史
記
三
書
に
は
古
く
か
ら
伝
来
せ
る

説
を
其
儘
採
り
入
れ
た
る
箇
所
が
少
な
か
ら
ず
見
え
る
が
、
こ
れ
も
其
一
例
で
、
燕
と
齊
と
の
分
野
が
共
通
に
虚
危（
玄
枵
）な

り
し
戦
国
時
代
の
古
分
野
注
の
一
端
を
示
し
て
居
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
見
解
に
従
え
ば
、
越
の
分
野
は
、
戦
国
時
代
に
は
析
木
で
、
漢
以
後
は
星
紀
で
あ
る
が
故
に
、
材
料
の
㈤
は

（甲）
戦
国
時
代
の
人
は
、
こ
の
年
歳
星
析
木
に
在
り
と
解
し

（乙）
漢
以
後
の
人
は
、こ
の
年
歳
星
星
紀
に
在
り
と
解
し
た
筈
で
あ
る
。
材
料
の
㈠
㈡
を
捨
て
、㈢
㈣
㈤
を
併
せ
考
う
る
に
、西

紀
前
六
五
五
年
よ
り
西
紀
前
五
一
〇
年
に
至
る
百
四
十
五
年
の
間
に
、
歳
星
は
（甲）
に
よ
れ
ば
十
二
周
と
一
次
即
ち
百
四
十
五
次

を
進
み
、
（乙）
に
よ
れ
ば
十
二
周
と
二
次
即
ち
百
四
十
六
次
進
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
（甲）
に
よ
れ
ば
一
年
に
一
次
、
十
二
年
で
一

周
天
で
あ
る
が
、
（乙）
に
よ
れ
ば
一
年
に
一
次
よ
り
少
し
多
く
を
進
み
、
其
余
分
が
積
り
て
百
四
十
五
年
の
間
に
一
度
超
辰
す
る

こ
と
に
な
る
。
是
故
に
　も若　
し
歳
星
の
記
事
を
製
作
し
た
人
が
戦
国
時
代
の
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
其
人
は
歳
星
の
運
行
を
以
て
正

し
く
十
二
年
に
一
周
天
す
る
も
の
と
信
じ
て
居
っ
た
人
で
あ
ろ
う
し
、
又
こ
の
記
事
を
漢
以
後
の
人
が
研
究
し
た
な
ら
ば
、
其

人
は
記
載
の
事
項
よ
り
し
て
容
易
に
百
四
十
四
年
超
辰
の
法
を
誘
導
し
得
た
で
あ
ろ
う
。
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注(
1)
左
氏
会
箋
　
昭
公
三
十
二
年
の
條
、
及
び
襄
公
九
年
の
條
参
照

(

2)
王
念
孫
―
―
読
書
雑
志
　
斗
牽
牛
越
須
女
呉
の
項

　
　
　
計
　
　
算

今
日
よ
り
遡
り
て
二
三
千
年
前
の
歳
星
の
位
置
を
推
歩
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
今
ノ
イ
ゲ
バ
ウ
エ
ル
の
太
陽
及
遊
星
表

(

1)に
よ
り
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
の
年
首
に
於
け
る
歳
星
の
位
置
を
計
算
す
れ
ば
次
表
の
　ご

と如　
く
で
あ
る

年
代
西
紀
前

　
　
　

計
算
せ
る
位
置

紀
　
　
事

差

六
　
五
　
五

鶉
　
　
　
首

大
　
　
火

三
・
九

六
　
四
　
四

実
　
　
　
沈

壽
　
　
星

三
・
九

五
　
四
　
五

壽
　
　
　
星

星
　
　
紀

二
・
八

五
　
三
　
一

析
　
　
　
木

豕
　
　
韋

二
・
八

五
　
一
　
〇

壽
　
　
　
星 {

（甲）
析
木

（乙）
星
紀 {
二
・
一

三
・
一

二
　
〇
　
六

実
　
　
　
沈

東
　
　
井

適
　
　
合

一
　
〇
　
四

星
　
紀
　
始

星
　
　
紀

適
　
　
合

14



第
一
図

第
二
図

第
三
図

な
お
六
五
五
、
五
一
〇
、
一
〇
四
の
分
を
右
に
図
示
す
る

注(

1)
N
eu
g
eb
au

er—
A
b
g
eck

ü
rzte

T
afeln

d
er

S
on

n
e
u
n
d
d
er

grossen
P
lan

eten
,
B
erlin

,
1904

.

　
　
　
歳
星
の
運
行
に
関
す
る
智
識

歳
星
は
地
球
の
五
・
二
倍
の
距
離
で
太
陽
を
廻
っ
て
居
る
の
を
、
一
年
で
太
陽
を
一
周
す
る
地
球
上
か
ら
見
て
居
る
の
で
あ

る
か
ら
、
其
運
行
に
は
、
緩
急
あ
り
停
滞
あ
り
、
時
に
逆
行
も
あ
る
　ご

と如　
く
見
ゆ
る
の
で
あ
る
が
、
大
体
に
於
て
西
よ
り
東
へ
一

年
に
約
三
十
度
宛
移
り
、
約
十
二
年
で
天
を
一
周
す
る
の
で
あ
る
。
歳
星
の
位
置
を
以
て
年
を
紀
す
る
考
え
を
起
し
た
当
時
は
、
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正
し
く
十
二
年
に
て
天
を
一
周
す
る
も
の
と
信
じ
て
居
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
正
確
に
は
一
一
・
八
五
六
五
年
で
天
を
一
周
す
る

の
で
、
一
年
に
移
る
度
数
は
三
十
度
よ
り
少
し
く
多
い
。
こ
の
少
し
宛
の
余
分
が
次
第
に
積
り
て
約
八
十
三
年
で
三
十
度
に
な

る
。
即
ち
　も若　
し
周
天
を
十
二
次
に
分
ち
、
一
年
を
一
次
に
割
り
当
つ
れ
ば
、
八
十
三
年
毎
に
一
次
を
飛
び
越
す
こ
と
に
な
る
の

で
、
こ
れ
を
超
辰
と
称
え
る
。

㈠
周
末
か
ら
漢
初
ま
で
は
超
辰
を
知
ら
ず
、
歳
星
は
正
し
く
十
二
年
に
て
一
周
天
す
る
も
の
と
信
じ
て
居
る

イ
淮
南
子
天
文
訓
　
　
故
十
二
歳
而
　行
二　
二
十
八
　
。
宿
一　
日
行
十
二
分
度
之
一
。
歳
行
三
十
度
十
六
分
度
之
七
。
十
二
歳
而
周

ロ
史
記
天
官
書
　
　
歳
行
三
十
度
十
六
分
度
之
七
。
率
日
行
十
二
分
度
之
一
。
十
二
歳
而
周
天

（
是
等
の
度
数
は
、
周
天
を
三
六
五
度
四
分
一
と
し
て
、
其
十
二
分
の
一
及
び
一
日
分
で
あ
る
）

ハ
左
伝
昭
公
九
年
　
　
材
料
の
㈣
ニ
の
説
話
は
、
其
製
作
の
年
代
を
本
論
文
の
研
究
問
題
と
し
て
居
る
も
の
で
あ
る
が
、
其

製
作
者
は
超
辰
な
る
も
の
を
知
ら
な
い
。
劉
歆
の
説
に
よ
れ
ば
、
昭
公
十
五
年
に
超
辰
が
あ
る
筈
な
る
が
、
こ
の
説
話
に

見
え
た
る
計
算
、
即
ち
五
年
後
よ
り
五
十
二
年
目
が
鶉
火
に
当
る
た
め
に
は
、
こ
の
超
辰
を
見
込
ん
で
居
ら
ぬ
。
こ
れ
は

劉
歆
偽
作
説
に
対
す
る
有
力
な
る
反
証
で
あ
る(

1)。

但
し
左
伝
襄
公
二
十
八
年
の
記
事
は
、
歳
毎
の
歳
星
の
位
置
を
示
せ
る
條
下
に
、
史
記
天
官
書
に
「
次
を
失
す
れ
ば
云
々
」、
淮

南
子
天
文
訓
に
「
某
々
対
を
為
す
」
等
と
あ
る
と
共
に
、
歳
星
の
運
行
が
全
然
規
則
正
し
き
も
の
に
は
非
ず
し
て
、
時
々
予
定

の
次
以
外
に
あ
る
こ
と
を
認
め
て
居
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

㈡
劉
歆
の
三
統
術
は
、
歳
星
を
以
て
百
四
十
四
年
毎
に
一
た
び
超
辰
す
る
も
の
と
し
、
西
紀
前
六
七
一
、
五
二
七（
昭
公
十
五
年
）、

三
八
三
、
二
三
九（
秦
始
皇
帝
八
年
）、
九
五（
漢
武
帝
太
始
二
年
）等
の
年
を
以
つ
て
超
辰
の
年
と
し
て
居
る(

2)。
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注(
1)
左
氏
会
箋
襄
公
二
十
八
年
の
條
参
照

(

2)
前
漢
書
律
歴
志
世
経
及
歳
術
の
部
参
照

　
　
　
記
事
と
計
算
と
の
差
違
の
説
明

第
六
節
に
得
た
る
如
き
記
事
と
計
算
と
の
差
違
は
如
何
様
に
説
明
す
べ
き
も
の
な
り
や
。
　も若　
し
絶
対
に
書
物
を
信
用
し
、
記

載
の
事
項
を
以
っ
て
疑
う
べ
か
ら
ざ
る
史
実
な
り
と
　み見　
　な做　
す
な
ら
ば
、
推
歩
の
方
を
誤
れ
り
と
す
る
よ
り
外
は
な
い
。
後
世
の

観
測
に
よ
り
て
古
を
推
す
の
が
無
理
と
云
う
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
唐
書
歴
志
に
載
せ
た
る
一
行
の
五
星
議
に

歳
星
。
　自
二　
商
　周
一　
　迄
二　
春
秋
之
　
。
季
一　
率
百
二
十
餘
年
而
　超
二　
一
　
。
次
一　
戦
国
後
其
行
寝
急
。
　至
レ　
漢
尚
微
差
。
　及
二　
哀
平
　間
一　
餘
勢

乃
盡
。
更
八
十
四
年
而
　超
二　
一
　
。
次
一　
因
以
　為
二　
常
　比
一　
中
略

　
　
　欲
二　
一
術
以
　求
　一レ　　
之
。
則
　不
レ　
　可
レ　
得
也

と
云
え
る
が
如
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
方
に
は
史
記
天
官
書
に

夫
天
運
。
三
十
歳
一
小
変
。
百
年
中
変
。
五
百
載
大
変
。
三
大
変
一
紀
。
三
紀
而
大
備
。
此
其
大
数
也

と
云
え
る
が
如
き
考
と
、
又
一
つ
に
は
晋
の
虞
喜
の
発
見
以
来
　よ

う
や漸　く
確
か
め
ら
れ
た
る
歳
差
の
事
実
に
鑑
み
、
現
在
の
観
測
の

事
実
に
よ
り
て
一
概
に
古
を
推
す
こ
と
を
危
険
な
り
と
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
行
の
当
時
に
あ
り
て
は
無
理
な
ら
ぬ
こ
と
と

思
わ
る
る
が
、
今
日
に
至
り
て
は
　か

く斯　
の
　ご

と如　
き
心
配
は
全
然
無
用
で
あ
る
。
ノ
イ
ゲ
バ
ウ
エ
ル
の
遊
星
表
の
如
き
は
、
一
度
の
十

分
の
一
ま
で
精
確
に
推
歩
し
得
る
様
に
調
製
し
た
も
の
で
、
こ
れ
に
疑
を
挟
む
べ
き
余
地
は
少
し
も
な
い
。

計
算
の
方
に
誤
り
が
な
い
と
す
れ
ば
、
記
事
の
方
が
当
時
実
見
の
事
実
を
記
し
た
も
の
で
な
く
、
或
は
想
像
に
よ
り
、
或
は
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誤
れ
る
推
歩
法
に
よ
り
、
若
干
後
の
時
代
に
製
作
し
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

A
劉
歆
の
製
作
せ
る
も
の
と
す
る
説

先
ず
第
一
に
疑
わ
れ
て
居
る
の
は
、
前
漢
の
末
に
劉
歆
が
是
等
の
記
事
を
製
作
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
云
う
こ
と
で
、
こ
の
疑

は
一
応
理
由
が
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
是
等
の
記
事
は
　す

べ凡　
て
事
実
に
非
ざ
る
に
も
　か

か拘　
わ
ら
ず
、
劉
歆
の
三
統
術
に
は
非
常
に
よ
く

適
合
す
る
か
ら
で
あ
る
。
漢
書
律
歴
志
の
世
経
に
は
是
等
の
歳
星
の
位
置
が
如
何
に
よ
く
三
統
術
の
歴
法
と
適
合
す
る
か
を
記

述
し
て
居
る
。
事
実
に
違
え
る
記
事
と
、
真
実
に
非
ざ
る
百
四
十
四
年
超
辰
法
と
が
、
互
に
よ
く
相
適
合
し
て
居
る
と
云
う
の

は
決
し
て
偶
然
で
は
有
り
得
な
い
。
イ
百
四
十
四
年
超
辰
法
に
よ
り
て
そ
れ
に
適
合
す
る
　ご

と如　
く
に
記
事
を
製
作
し
た
か
、
又
は

ロ
是
等
の
記
事
を
事
実
と
認
め
て
そ
れ
か
ら
百
四
十
四
年
超
辰
法
を
導
き
出
し
た
か
二
者
其
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

実
際
は
八
二
・
六
年
に
て
超
辰
す
べ
き
も
の
を
百
四
十
四
年
超
辰
法
に
て
推
算
す
れ
ば
、
推
歩
し
得
た
る
位
置
は
平
均
一
九

四
年
毎
に
一
次
の
差
を
生
ず
る
筈
で
あ
る
。
材
料
㈤
に
て
（乙）
の
見
解
を
取
れ
ば
、
西
紀
前
五
三
一
年
と
五
一
〇
年
と
の
間
に
超

辰
あ
り
し
筈
故
、
超
辰
後
の
西
紀
五
一
〇
年
の
記
事
を
取
り
、
其
時
の
差
違
三
・
一
よ
り
超
辰
後
の
位
置
に
相
当
す
べ
き
筈
の

値
○
・
五
を
減
じ
、
其
差
二
・
六
に
一
九
四
を
乗
じ
五
〇
四
年
を
得
る
。
西
紀
前
五
一
〇
年
よ
り
五
〇
四
年
だ
け
後
に
数
え
て

西
紀
前
六
年
は
推
歩
を
始
め
た
年
と
な
る
。
こ
の
計
算
は
勿
論
精
確
な
も
の
で
は
な
く
、
前
後
に
十
年
乃
至
二
十
年
位
の
出
入

は
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
要
す
る
に
イ
前
漢
末
の
歳
星
の
位
置
を
土
台
と
し
百
四
十
四
年
超
辰
法
に
て
推
歩
す
れ
ば
、
左
伝
国
語

に
あ
る
如
き
歳
星
の
位
置
を
得
る
筈
で
あ
り
、
又
ロ
左
伝
国
語
の
記
事
と
前
漢
末
の
観
測
事
実
と
を
聯
結
す
れ
ば
、
百
四
十
四

年
超
辰
法
が
誘
導
さ
る
べ
き
筈
で
あ
る
。

飯
島
氏
は
イ
の
見
解
に
て
歳
星
の
記
事
を
解
釈
し
、
左
伝
を
以
っ
て
劉
歆
の
偽
作
せ
る
も
の
と
論
断
し
て
居
ら
る
る
が
、
予
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は
ロ
の
見
解
を
取
り
、
歳
星
記
事
の
製
作
者
を
別
に
戦
国
時
代
に
求
め
よ
う
と
思
う
。

B
戦
国
時
代
に
製
作
せ
る
も
の
と
す
る
説

戦
国
時
代
に
は
、
越
の
分
野
に
関
し
て
は
（甲）
の
見
解
を
有
し
て
居
っ
た
筈
で
あ
る
か
ら
、
材
料
㈢
乃
至
㈤
を
通
じ
て
百
四
十

五
年
の
間
に
一
度
も
超
辰
が
な
い
。
従
っ
て
正
し
く
十
二
年
一
周
天
を
信
じ
て
居
っ
た
人
が
戦
国
時
代
に
製
作
し
た
も
の
と
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
十
二
年
一
周
天
と
し
て
推
歩
す
れ
ば
、
八
二
・
六
年
毎
に
一
次
の
差
を
生
ず
る
筈
で
あ
る
故
に
、
基

準
に
取
り
た
る
元
始
の
年
は

655
−
82.6

×
(3.9

−
0.5)=

374

510
−
82.6

×
(2.1

−
0.5)=

378

平
均

376年

な
る
計
算
に
よ
り
、
西
紀
前
三
七
六
年
頃
と
な
る
。
尤
も
前
後
に
十
年
乃
至
二
十
年
位
の
出
入
は
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
大

約
こ
の
年
代
頃
を
出
発
点
と
し
、
十
二
年
一
周
天
と
し
て
推
歩
す
れ
ば
左
伝
国
語
に
あ
る
如
き
歳
星
記
事
を
得
る
筈
で
あ
る
。

要
す
る
に
歳
星
の
記
事
の
み
に
就
て
論
ず
れ
ば
、
A
及
B
の
二
つ
の
答
解
が
可
能
で
あ
る
。
二
様
の
答
解
あ
る
　ゆ

え
ん

所
以　
は
、
材

料
の
㈤
に
関
し
（甲）
（乙）
二
様
の
見
解
を
容
る
す
た
め
で
あ
っ
て
、
単
に
記
事
そ
れ
自
身
だ
け
か
ら
は
A
B
の
何
れ
を
正
し
と
決

定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
予
が
A
を
捨
て
B
を
採
ら
ん
と
す
る
の
は
次
節
以
下
に
述
ぶ
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る

（
昭
和
三
年
五
月
追
記
　
　
材
料
㈣
ニ
左
伝
昭
公
九
年
陳
の
滅
亡
に
関
す
る
豫
言
は
、
A
説
に
対
す
る
有
力
な
る
反
証
で
あ

る
。
こ
の
事
は
「
再
び
左
伝
国
語
の
製
作
年
代
を
論
ず
」
と
い
え
る
次
篇
に
詳
論
し
て
居
る
。）

　
　
　
干
支
紀
年
法
　
其
一
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上
に
溯
り
て
歳
星
の
位
置
を
推
歩
し
、
こ
れ
に
よ
り
て
年
を
紀
せ
ん
と
試
み
た
る
人
は
、
必
ず
や
将
来
に
向
っ
て
も
同
じ
紀

年
法
を
応
用
せ
ん
と
企
て
た
に
相
違
な
か
ろ
う
。
殊
に
前
節
㈠
の
如
く
に
戦
国
時
代
の
人
が
正
し
く
十
二
年
一
周
と
信
じ
て
歳

星
紀
年
法
を
用
い
た
り
と
す
れ
ば
、
歳
の
名
は
十
二
年
毎
に
循
環
し
、
結
局
は
十
二
支
紀
年
法
　も

し若　
く
は
干
支
紀
年
法
に
帰
着
す

べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
黄
道
の
一
周
天
を
十
二
支
に
配
当
せ
る
は
既
に
久
し
き
以
前
よ
り（
恐
ら
く
は
春
秋
の
初
期
頃
よ
り
）の
こ

と
な
る
に
、
不
幸
に
も
十
二
支
の
配
当
は
東
よ
り
西
へ
廻
り
、
歳
星
の
運
行
と
は
正
反
対
な
る
が
故
に
、
十
二
の
歳
名
と
十
二

支
と
は
首
尾
相
転
倒
す
る
こ
と
と
な
り
、
十
二
支
紀
年
法
の
制
定
に
際
し
て
は
少
な
か
ら
ざ
る
混
雑
を
免
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

是
故
に
　も若　
し
戦
国
時
代
よ
り
秦
漢
に
亘
り
て
、
紀
年
法
の
変
遷
を
研
究
す
る
こ
と
が
出
来
た
な
ら
ば
、
紀
年
法
の
発
達
其
者

も
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
と
共
に
、
そ
れ
に
関
聯
し
て
前
節
の
A
　も

し若　
く
は
B
の
問
題
に
対
し
て
も
有
力
な
る
材
料
を
提
供
し
得

る
で
あ
ろ
う
。

論
述
の
便
宜
上
、
種
々
の
紀
年
法
を
次
の
　ご

と如　
く
に
定
義
す
る

い
歳
星
紀
年
法
　
直
接
に
歳
星
所
在
の
次
を
指
示
す
る
方
法
。
例
え
ば
歳
在
壽
星
、
歳
在
大
火
と
云
う
が
如
し
。

ろ
歳
陰
、
太
陰
　も

し若　
く
は
太
歳
紀
年
法
　
歳
星
の
運
行
は
、
天
に
於
け
る
十
二
支
の
配
当（
十
二
辰
）と
は
正
反
対
な
る
が
故
に
、

其
不
便
を
避
く
る
た
め
に
、
歳
星
と
相
応
じ
て
正
反
対
の
方
向
に
進
行
す
る
仮
想
的
指
標
を
設
定
し
、
こ
れ
を
歳
陰
太
陰
、

　も
し若　

く
は
太
歳
と
名
け
、
こ
の
仮
想
指
標
の
位
置
に
よ
り
て
年
を
紀
す
る
方
法
。
例
え
ば
歳
陰
寅
に
在
る
歳
、
太
歳
寅
に
在

る
歳
と
云
う
が
如
し
。
　か斯　
く
す
れ
ば
歳
の
順
序
は
十
二
支
の
順
序
を
追
う
こ
と
と
な
る

は
十
二
支
紀
年
法
、
干
支
紀
年
法
　
歳
星
の
運
行
と
関
係
を
絶
ち
、
十
二
支
又
は
六
十
干
支
の
順
序
に
数
う
る
紀
年
法
。
例
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え
ば
現
行
の
干
支
紀
年
法
の
如
き
も
の

右
の
中
、
ろ
の
紀
年
法
に
於
て
、
歳
星
の
運
行
を
以
て
正
し
く
十
二
年
一
周
と
信
じ
て
実
行
せ
る
間
は
、
無
超
辰
歳
陰
紀
年
法

に
て
、
実
質
に
於
て
は
の
紀
年
法
と
同
様
の
も
の
と
な
る
べ
く
、
又
歳
星
の
運
行
を
以
て
百
四
十
四
年
超
辰
と
信
じ
て
実
行
せ

る
間
は
、
太
歳
の
干
支
も
亦
百
四
十
四
年
毎
に
一
超
辰
を
な
す
筈
に
て
、
超
辰
的
太
歳
紀
年
法
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。

歳
陰
と
太
陰
と
は
同
一
物
で
あ
る
が
、
太
歳
も
亦
同
一
物
な
り
や
否
や
は
議
論
の
存
す
る
所
で
あ
る(

1)。
銭
大
昕
の
説
に
よ
れ

ば
、
共
に
歳
星
の
運
行
に
反
対
し
て
廻
る
仮
想
指
標
で
は
あ
る
が
同
一
物
で
は
な
い
、
太
歳
は
常
に
歳
陰
よ
り
二
辰
だ
け
後
れ

て
行
く
指
標
で
あ
る
と
云
う
の
で
、
こ
の
説
に
よ
れ
ば
歳
陰
紀
年
法
と
太
歳
紀
年
法
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
予

は
こ
の
説
を
採
ら
な
い
。
当
初
は
三
者
共
に
同
一
物
で
あ
っ
た
筈
と
思
う
。
銭
大
昕
の
説
は
、
　ひ

っ
き
ょ
う

畢
竟　
太
初
元
年
の
歳
名
を
説
明

せ
ん
が
た
め
に
提
出
し
た
説
で
あ
っ
て
、
従
来
の
説
に
対
し
て
確
に
一
歩
を
進
め
た
見
解
で
は
あ
る
が
、
ま
だ
　す

こ
ぶ頗　る
不
徹
底
を

免
れ
な
い
。
太
初
元
年
の
歳
名
問
題
は
、
干
支
紀
年
法
の
発
達
を
論
ず
る
に
当
っ
て
の
中
心
問
題
で
あ
る
。
も
少
し
根
本
的
に

論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

紀
年
法
及
び
歳
名
に
関
し
、
次
の
如
き
記
事
は
、
当
時
の
人
の
下
し
た
る
定
義
と
も
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
先
ず

こ
れ
を
議
論
の
土
台
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

に
爾
雅
釈
天

歳
陽
。
太
歳
　在
レ　
甲
　曰
二　
閼
　
。
逢
一　
　在
レ　
乙
　曰
二　
旃
　
。
蒙
一　
　在
レ　
丙
　曰
二　
柔
　
。
兆
一　
　在
レ　
丁
　曰
二　
強
　
。
圉
一　
　在
レ　
戊
　曰
二　
著
　
。
雍
一　
　在
レ　
己
　曰
二　
屠
　
。
維
一　

　在
レ　
庚
　曰
二　
上
　
。
章
一　
　在
レ　
辛
　曰
二　
重
　
。
光
一　
　在
レ　
壬
　曰
二　
玄
　
。
鏝
一　
　在
レ　
癸
　曰
二　
昭
　
。
陽
一　

歳
名
。
太
歳
　在
レ　
寅
　曰
二　
攝
提
　
。
格
一　
　在
レ　
卯
　曰
二　
単
　
。
閼
一　
　在
レ　
辰
　曰
二　
執
　
。
徐
一　
　在
レ　
巳
　曰
二　
大
荒
　
。
落
一　
　在
レ　
午
　曰
二　
敦
　
。
牂
一　
　在
レ　
未
　曰
二　
協

21



　
。
洽
一　
　在
レ　
申
　曰
二　
涒
　
。
灘
一　
　在
レ　
酉
　曰
二　
作
　
。
噩
一　
　在
レ　
戌
　曰
二　
閹
　
。
茂
一　
　在
レ　
亥
　曰
二　
大
淵
　
。
獻
一　
　在
レ　
子
　曰
二　
困
　
。
敦
一　
　在
レ　
亥
　曰
二　
赤
奮
　
。
若
一　

ほ
淮
南
子
天
文
訓

太
陰
　在
レ　
寅
。
名
　曰
二　
攝
提
　
。
格
一　
其
雄
　為
二　
歳
　
。
星
一　
　舍
二　
斗
牽
　
。
牛
二　
　以
二　
十
一
　月
一　
　与
レ　
之
晨
　出
二　
東
　
。
方
一　
東
井
輿
鬼
　為
レ　
対
。
太
陰

　在
レ　
卯
。
歳
名
　曰
二　
単
　
。
閼
一　
歳
星
　舍
二　
須
女
虚
　
。
危
一　
　以
二　
十
二
　月
一　
　与
レ　
之
晨
　出
二　
東
　
。
方
一　
柳
七
星
張
　為
レ　
対
下
略

　
　

へ
史
記
天
官
書

　以
二　
攝
提
格
　
。
歳
一　
歳
陰
左
行
　在
レ　
寅
。
歳
星
右
転
　居
レ　
丑
。
正
月
　与
二　
斗
牽
　
。
牛
一　
晨
　出
二　
東
　
。
方
一　
名
　曰
二　
監
　徳
一　
中
略

　
　
単
閼
歳
。
歳

陰
　在
レ　
卯
。
星
　居
レ　
子
。
　以
二　
一
　月
一　
　与
二　
婺
女
虚
　危
一　
晨
出
。
　曰
二　
降
　入
一　
下
略

　
　

と
前
漢
書
天
文
志

太
歳
　在
レ　
寅
。
　曰
二　
攝
提
　
。
格
一　
歳
星
正
月
晨
　出
二　
東
　
。
方
一　
石
氏
曰
　名
二　
監
　
。
徳
一　
　在
二　
斗
牽
　
。
牛
一　
　失
二　
次
　
。
杓
一　
早
水
晩
旱
。
甘
氏
　在
二　
建

星
婺
　
。
女
一　
太
初
歴
　在
二　
営
室
東
　
。
壁
一　
　在
レ　
卯
　曰
二　
単
　
。
閼
一　
二
月
出
。
石
氏
曰
　名
二　
降
　
。
入
一　
　在
二　
婺
女
虚
　
。
危
一　
甘
氏
　在
二　
虚
　
。
危
一　
　失
二　

次
　杓
一　
　有
二　
水
　
。
災
一　
太
初
　在
二　
奎
　婁
一　
中
略

　
　
　在
レ　
子
　曰
二　
困
　
。
敦
一　
十
一
月
出
。
石
氏
曰
　名
二　
天
　
。
宗
一　
　在
二　
氐
房
　
。
始
一　
甘
氏
同
。
太
初
　在
二　

建
星
牽
　牛
一　
中
略

　
　
甘
氏
太
初
歴
　所
ー二　
以
　不
　一レ　　
同
者
。
　以
三　
星
贏
縮
　在
レ　
前
。
各
　録
二　
後
　所
　一レ　　
見
也

　
　
　
干
支
紀
年
法
　
其
二

戦
国
時
代
よ
り
秦
漢
に
亘
り
て
、
実
際
に
行
わ
れ
た
る
紀
年
法
の
証
拠
と
な
る
べ
き
歳
名
の
記
録
の
今
日
ま
で
伝
わ
れ
る
も

の
は
甚
だ
少
な
い
。
僅
に
太
初
元
年
秦
の
八
年
の
歳
名
等
二
三
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
の
極
め
て
少
数
の
材
料
と
　い

え
ど雖　も

、
こ
れ
に

よ
り
て
当
時
の
紀
年
法
の
変
遷
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。
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㈠
太
初
元
年
の
歳
名
は
古
来
未
決
の
問
題
で
あ
る
。
現
行
の
干
支
紀
年
法
に
よ
り
溯
り
て
太
初
元
年
を
推
せ
ば
丁
丑
で
あ
る
が
、

漢
書
律
歴
志
に
よ
れ
ば
丙
子
で
あ
り
、
史
記
歴
書
に
よ
れ
ば
甲
寅
で
あ
る

イ
史
記
歴
書
　
十
一
月
甲
子
朔
旦
冬
至
已
詹
。
其
更
　以
二　
七
　年
一　
　為
二　
太
初
元
　
。
年
一　
年
　名
二　
焉
逢
攝
提
　
。
格
一　
月
　名
二　
畢
　
。
聚
一　
日
　得
二　

甲
　
。
子
一　
夜
半
朔
旦
冬
至

ロ
漢
書
律
歴
志
　
逎
以
前
　歴
二　
上
元
泰
初
四
千
六
百
一
十
七
　
。
歳
一　
　至
二　
於
元
封
七
　
。
年
一　
復
　得
二　
閼
逢
攝
提
格
之
　
。
歳
一　
中
冬
十
一
月

甲
子
朔
旦
冬
至
。
日
月
　在
二　
建
　
。
星
一　
太
歳
　在
レ　
子
。
已
　得
二　
太
初
本
星
度
新
　正
一　

歳
術
　
　欲
レ　
　知
二　
太
　歳
一　
中
略

　
　
数
　従
二　
丙
　子
一　
起
下
略

　
　

　か
く斯　
の
　ご

と如　
き
歳
名
の
混
乱
は
如
何
に
し
て
生
じ
た
る
も
の
な
り
や
。
混
乱
の
由
て
来
る
　ゆ

え
ん
所
以　
を
徹
底
的
に
明
か
に
す
る
こ
と
が

出
来
れ
ば
、
紀
年
法
の
変
遷
も
自
ら
明
か
に
な
る
べ
き
筈
と
思
わ
る
る
が
、
古
来
の
註
釈
家
一
人
と
し
て
満
足
な
る
解
説
を
下

し
た
も
の
が
な
い
。
真
に
銭
大
昕
の
　い

わ
ゆ
る

所
謂　
「
蓼
々
千
載
。
　尟
レ　
　有
下　
　通
二　
其
　故
一　
　者
上　
矣
」
の
歎
に
堪
え
な
い
。

丙
子
と
丁
丑
と
の
差
は
、
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
丙
子
は
三
統
術
の
超
辰
的
太
歳
紀
年
法
に
よ
る
歳
名
で
、
こ

の
法
に
よ
れ
ば
、
太
初
以
前
に
は
秦
の
八
年（
西
紀
前
二
三
九
年
）、
太
初
以
後
に
は
太
始
二
年（
西
紀
前
九
五
年
）、
後
漢
の
建
武

二
十
六
年（
西
紀
後
五
〇
年
）等
に
超
辰
す
る
筈
で
あ
る
。
秦
八
年
と
太
始
二
年
と
に
は
劉
歆
が
溯
っ
て
超
辰
せ
し
め
た
が
、
劉

歆
の
沒
後
、
後
漢
に
至
り
て
は
こ
の
超
辰
法
を
不
便
な
り
と
し
て
用
い
ず
、
建
武
二
十
六
年
及
び
以
後
の
超
辰
を
廃
止
し
、
単

に
六
十
干
支
に
て
紀
年
す
る
こ
と
と
な
せ
る
も
の
が
、
今
日
ま
で
伝
わ
れ
る
現
行
の
干
支
紀
年
法
で
あ
る
。
故
に
現
行
干
支
紀

年
と
劉
歆
の
太
歳
紀
年
と
は
。
太
始
二
年
以
前
秦
九
年
ま
で
は
一
辰
の
差
、
秦
八
年
以
前
は
二
辰
の
差
を
有
す
べ
き
筈
で
、
従

て
太
初
元
年
の
歳
名
に
丙
子
と
丁
丑
の
差
あ
る
は
少
し
も
怪
む
に
足
ら
ぬ
。
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し
か
の
み
な
ら
ず

反
之　
、
丙
子
と
甲
寅
と
の
差
は
其
由
来
一
見
し
て
明
瞭
な
ら
ず
、
　す

こ
ぶ頗　る
困
難
な
る
問
題
で
あ
る
。
種
々
な
る
説
が
提
示
さ
れ

て
居
る
が
、
其
中
に
て
銭
大
昕
の
説
は
注
意
す
べ
き
も
の
で
あ
る（

１
）。

其
説
に
よ
れ
ば
大
史
公
は
歳
陰
紀
年
法
を
用
い
、
劉
歆
は

太
歳
紀
年
法
を
用
い
た
の
で
、
歳
陰
と
太
歳
と
は
同
一
物
に
非
ず
、
常
に
二
辰
の
差
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。

今
そ
の
説
に
従
い
て
歳
陰
及
び
太
歳
と
歳
星
と
の
関
係
を
図
示
す
れ
ば
次
の
　ご

と如　
く
で
あ
る
。

第
四
図
　
歳
陰
紀
年
法
　
　
×
　
歳
　
星

○
　
歳
　
陰

第
五
図
　
太
歳
紀
年
法(

劉
　
歆

銭
大
昕)

　
　
×
　
歳
　
星

●
　
歳
　
陰

銭
大
昕
は
　か

く斯　
の
　ご

と如　
く
歳
陰（
太
陰
）と
太
歳
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
り
て
問
題
を
解
決
し
得
た
り
と
信
じ
、
　す

こ
ぶ頗　る
得
意
な
る

が
　ご

と如　
く
に
見
ゆ
る
が
、
　つ

ら
つ
ら

熟
　々
思
う
に
此
説
も
可
な
り
無
理
で
あ
る
。
第
一
に
前
節
に
掲
げ
た
る
爾
雅
、
淮
南
子
、
史
記
、
漢
書
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の
文
を
平
淡
に
解
釈
す
れ
ば
、
歳
陰
、
太
陰
と
太
歳
と
が
元
来
同
一
物
な
る
こ
と
は
疑
も
な
い
。
第
二
に
　も若　
し
仮
に
同
一
な
ら

ず
と
す
る
も
、
既
に
歳
陰
紀
年
法
の
存
在
せ
る
に
も
係
わ
ら
ず
、
劉
歆
が
こ
れ
と
異
な
る
太
歳
紀
年
法
を
設
け
た
る
は
、
如
何

な
る
必
要
に
よ
り
し
や
、
紛
わ
し
き
二
つ
の
紀
年
法
を
用
う
る
に
至
り
し
理
由
は
如
何
。
第
三
に
か
か
る
理
由
に
て
仮
に
子
は

説
明
し
得
る
と
す
る
も
、
丙
は
如
何
。
甲
子
と
せ
ず
し
て
丙
子
と
せ
る
理
由
は
説
明
が
出
来
ま
い
。

王
元
啓
は
史
記
三
書
正
譌
の
中
に
太
初
改
厤
年
名
弁
を
述
べ
、
丙
子
と
甲
寅
と
の
差
は
、
歳
星
の
運
行
に
関
す
る
当
時
の
智

識
が
実
際
と
一
致
せ
ざ
る
が
た
め
に
自
然
に
生
じ
た
る
も
の
な
ら
ん
と
疑
う
て
居
る
が
、
こ
の
考
は
大
体
に
於
て
　せ

い
こ
く

正
鵠　
を
得
て

居
る
と
思
う
。
但
し
王
元
啓
の
云
え
る
が
　ご

と如　
く
太
初
と
劉
歆
時
代
と
の
間
に
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
期
間
に
生
じ
た
る

差
違
は
比
較
的
小
さ
く
、
太
初
の
際
に
は
「
已
　得
二　
太
初
本
星
度
新
　正
一　
」
と
云
え
る
が
　ご

と如　
く
、
歳
星
星
紀
の
始
に
あ
り
て
元
始

の
基
準
状
態
に
相
当
せ
る
も
の
な
る
を
、
三
統
術
に
至
り
て
は
、
推
歩
に
よ
り
て
「
太
初
元
年
前
十
一
月
甲
子
朔
旦
冬
至
。
歳

　在
二　
星
紀
婺
女
六
　度
一　
」
と
し
星
紀
の
末
に
あ
り
し
も
の
と
　み見　
　な做　
す
に
至
り
し
だ
け
の
差
で
あ
る
。
丙
子
と
甲
寅
と
の
差
は
、
太

初
以
前
、
戦
国
時
代
ま
で
遡
り
て
考
究
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

注(

1)

既
掲

　
　
　
干
支
紀
年
法
　
其
三

太
初
元
年
の
歳
名
を
論
じ
て
、
其
混
乱
の
由
来
を
戦
国
時
代
ま
で
溯
り
て
探
究
せ
ん
と
す
る
に
当
り
て
、
な
お
併
せ
考
う
べ

き
も
の
が
二
つ
あ
る
。
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㈡
淮
南
子
天
文
訓

太
陰
元
始
。
　建
二　
于
甲
　寅
一　
中
略

　
　
歳
　徒
二　
一
　
。
辰
一　
立
春
之
後
。
　得
二　
其
　
。
辰
一　
而
　遷
二　
其
　所
　一レ　　
順

こ
れ
は
太
陰
紀
年
法
は
甲
寅
の
歳
を
以
て
元
始
と
し
、
無
超
辰
の
十
二
支
　も

し若　
く
は
六
十
干
支
を
以
て
年
を
紀
す
る
も
の
な
る
こ

と
を
示
し
て
居
る
。
甲
寅
を
以
て
元
始
と
せ
る
理
由
の
中
、
甲
は
言
う
ま
で
も
な
く
明
か
で
あ
る
が
、
寅
を
以
て
元
始
と
せ
る

に
は
二
つ
の
理
由
が
あ
る
。
其
一
は
元
始
基
準
の
年
に
は
歳
星
星
紀（
丑
）に
あ
り
、
其
映
像
に
し
て
逆
に
進
行
す
べ
き
太
陰
を

寅
よ
り
始
む
る
こ
と
は
最
も
自
然
な
る
こ
と
。
其
二
は
夏
正
は
建
寅
月
を
以
て
正
月
と
せ
る
が
　ご

と如　
く
、
寅
を
以
て
始
む
る
こ
と

を
不
自
然
と
考
え
ざ
る
に
至
っ
た
居
る
こ
と
で
あ
る
。

㈢
呂
氏
春
秋
序
意
篇

維
秦
八
年
。
歳
　在
二　
涒
　
。
灘
一　
秋
甲
子
朔
。
朔
之
日
。
良
人
　請
ー二　
問
十
二
　紀
一　

秦
八
年
は
始
皇
の
八
年
に
て
西
紀
前
二
三
九
年
、
現
行
干
支
紀
年
法
に
て
壬
戌
に
当
る
。
歳
在
涒
灘
は
申
の
歳
と
云
う
こ
と
で

あ
る(

1)。
或
は
八
年
は
六
年
の
誤
な
ら
ん
と
云
う
人
あ
れ
ど
も
、
下
文
と
照
合
す
れ
ば
秦
八
年
は
決
し
て
誤
で
な
い
。
秋
季
の
月

朔
が
甲
子
の
日
に
当
る
こ
と
は
、
丁
度
西
紀
前
二
三
九
年
に
は
有
り
得
れ
ど
も
其
外
に
は
前
後
を
通
じ
て
十
年
間
は
有
り
得
な

い
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
本
文
に
は
誤
な
く
、
秦
八
年
は
当
時
施
行
の
紀
年
法
に
て
は
申
に
当
り
し
も
の
に
相
違
な
い
。
三

統
術
の
超
辰
的
太
歳
紀
年
法
に
よ
れ
ば
、
秦
八
年
と
九
年
と
の
間
に
て
超
辰
す
る
筈
故
、
秦
八
年
は
庚
申
に
当
る
こ
と
と
な
り

本
文
と
適
合
す
る
。

以
上
㈠
㈡
㈢
を
通
じ
併
せ
考
う
れ
ば
、
太
初
元
年
歳
名
の
混
乱
は
次
の
　ご

と如　
く
に
し
て
生
じ
た
る
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
が
出

来
る
。
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戦
国
時
代
に
歳
星
星
紀
に
あ
る
年
を
以
て
元
始
と
し
甲
寅
よ
り
始
め
て
無
超
辰
の
歳
陰
紀
年
法
を
実
行
し
秦
八
年
に
は
庚
申

と
な
り
、
太
初
元
年
に
は
乙
亥
と
な
る
　ご

と如　
く
数
え
来
れ
る
に
、
太
初
元
年
に
至
り
暦
法
制
定
の
際
観
測
せ
る
所
に
よ
れ
ば
、
冬

至
朔
旦
に
日
月
共
に
建
星
に
あ
り（
星
紀
の
中
央
）歳
星
は
星
紀
の
始
に
あ
り
、
　あ

た
か恰　も

元
始
基
準
の
年
の
如
き
天
象
に
て
此
年
を

以
て
甲
寅
と
す
る
に
適
せ
る
が
如
し
。
実
際
の
天
象
に
応
ず
べ
き
歳
名
と
、
数
え
来
れ
る
歳
名
と
の
差
異
を
如
何
に
調
和
す
べ

き
か
に
就
て
、
議
論
容
易
に
決
せ
ざ
り
し
も
の
の
　ご

と如　
く
、
漢
書
律
歴
志
に
当
時
の
状
況
を
記
し
て
「
已
　得
二　
太
初
本
星
度
新
　
。
正
一　

姓
等
奏
。
　不
レ　
　能
レ　
　為
レ　
算
。
願
　募
二　
治
歴
　
。
者
一　
更
　造
二　
密
　
。
度
一　
各
自
増
減
。
以
　造
二　
漢
太
初
　
。
歴
一　
」
と
云
え
る
は
混
乱
の
一
班
を
示
し

て
居
る
も
の
で
あ
る
。
史
記
は
天
象
に
従
っ
て
此
年
を
甲
寅
と
せ
ん
と
し
た
が
、
劉
歆
は
歳
陰
と
太
歳
と
を
区
別
し
、
此
年
は

閼
逢
囁
提
格
な
れ
ど
も
太
歳
は
子
に
あ
り
と
し
、
一
方
秦
八
年
に
超
辰
せ
し
め
て
此
年
を
丙
子
と
し
、
　か斯　
く
し
て
天
象
と
歳
名

と
の
調
和
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

　か
く斯　
の
　ご

と如　
き
見
解
を
採
れ
ば
、
最
初
戦
国
時
代
に
歳
陰
紀
年
法
を
実
行
し
始
め
た
る
元
始
甲
寅
の
年
は
容
易
に
推
定
す
る
こ
と

が
出
来
る
。
第
一
に
此
年
は
秦
八
年
、
太
始
二
年
の
超
辰
を
差
引
け
ば
、
現
行
干
支
紀
年
法
に
て
丙
辰
の
年
に
当
る
筈
で
あ
り
、

第
二
に
此
年
よ
り
太
初
元
年
に
至
る
期
間
は
、
無
超
辰
に
て
数
う
れ
ば
天
象
と
三
次
の
差
を
生
ず
べ
き
程
で
あ
る
。
故
に
此
年

は
第
二
の
條
件
に
従
い

104
+
82.6

×
3
=

352

な
る
式
に
よ
り
、
大
体
西
紀
前
三
五
二
年
を
中
心
と
し
其
前
後
十
年
内
外
位
の
間
な
る
べ
く
、
更
に
第
一
の
條
件
に
従
い

104
+
(21

+
60x

)
=

365,
x
=

4

（
丙
辰
よ
り
丁
丑
ま
で
二
十
一
次
）
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な
る
式
に
よ
り
、
正
し
く
西
紀
前
三
六
五
年
と
な
る
。
こ
れ
は
第
八
節
㈡
に
計
算
し
て
得
た
る
も
の
、
即
ち
西
紀
前
三
七
六
年

の
前
後
に
十
年
乃
至
二
十
年
以
内
と
云
え
る
範
囲
内
に
あ
り
て
、
　す

こ
ぶ頗　る

よ
く
適
合
し
て
居
る
。

要
す
る
に
西
紀
前
三
六
五
年
は
、
戦
国
時
代
の
星
占
家
が
採
用
し
た
る
元
始
甲
寅
の
歳
で
、
こ
の
年
よ
り
始
め
て
一
方
は
上

に
溯
り
て
春
秋
時
代
の
歳
星
の
位
置
を
推
歩
し
、
他
方
に
は
此
年
以
後
に
無
超
辰
の
歳
陰
紀
年
法
を
実
行
し
始
め
た
も
の
と
す

れ
ば
、
上
来
講
究
し
た
る
　す

べ凡　
て
の
事
実
を
完
全
に
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る（
歳
陰
、
太
陰
、
太
歳
は
勿
論
同
一
物
な

り
と
す
）

注(

1)

許
兵
部
鑑
止
水
齋
集

猪
飼
敬
所
三
書
管
窺

　
　
　
干
支
紀
年
法
　
其
四

戦
国
時
代
よ
り
秦
漢
に
亘
れ
る
間
の
歳
名
に
し
て
、
其
記
録
の
今
日
ま
で
伝
っ
て
居
る
も
の
は
、
前
節
に
考
究
し
た
る
も
の

の
外
に
な
お
次
の
如
き
も
の
が
あ
る
。

㈣
淮
南
天
文
訓

淮
南
元
年
。
冬
。
太
一
　在
二　
丙
　
。
子
一　
冬
至
甲
午
。
立
春
丙
子

淮
南
元
年
は
、
後
漢
の
高
誘
の
註
に
は
「
淮
南
王
作
書
之
元
年
也
。
一
曰
中
略

　
　
淮
南
王
安
。
即
位
之
元
年
。
以
　紀
レ　
時
也
」
と
あ
る
。

作
書
の
元
年
は
正
確
な
る
年
代
不
明
で
あ
る
が
、
多
く
の
注
釈
家
は
み
な
後
説
を
取
て
居
る
。
淮
南
王
安
即
位
の
年
は
、
史
記
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諸
侯
年
表
及
漢
書
文
帝
紀
に
よ
り
、
文
帝
十
六
年（
西
紀
前
一
六
四
年
）で
あ
る
こ
と
は
疑
も
な
く
、
こ
の
年
は
太
初
元
年
よ
り

丁
度
六
十
年
前
に
当
り
、
現
行
干
支
紀
年
法
に
て
丁
丑
、
劉
歆
の
超
辰
的
太
歳
紀
年
法
に
て
は
丙
子
で
あ
る
。
但
し
此
年
の
冬

至
は
甲
午
に
非
ず
、
立
春
は
丙
子
で
な
い
。
本
文
に
何
等
か
誤
伝
あ
る
に
相
違
な
い
こ
と
は
銭
大
昕
其
他
の
註
釈
家
の
既
に
論

じ
て
居
る
所
で
あ
る
。
之
に
反
し
て
王
念
孫
の
読
書
雑
志
に
は
「
立
春
丙
子
。
　与
二　
上
文
始
起
　始
　一レ　　
子
　為
レ　
韻
云
々

　
　
」
と
云
い
本
文

の
正
し
か
る
べ
き
を
論
じ
て
居
る
が
、
こ
れ
は
無
理
で
あ
る
。
銭
塘
の
淮
南
天
文
訓
補
註
は
、
丙
子
と
冬
至
と
の
間
に
脱
字
あ

り
、
原
文
は

淮
南
元
年
。
冬
。
天
一
　在
二　
丙
　
、
子
一　
（
己
酉
）冬
至
。
甲
午
立
春

に
て
、
下
の
丙
子
は
高
誘
の
註
の
文
に
て
「
丙
子
。
淮
南
王
作
書
之
元
年
也
云
々

　
　
」
と
聯
絡
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
と
云
う
て

居
る
。

要
す
る
に
本
文
に
誤
謬
あ
る
こ
と
は
疑
も
な
い
が
、
原
文
の
如
何
な
り
し
や
を
察
す
る
は
容
易
で
な
い
。
思
う
に
文
帝
十
六

年
は
、
劉
歆
の
超
辰
的
太
歳
紀
年
法
を
応
用
せ
ざ
る
以
前
は
乙
亥
で
あ
り
し
筈
で
あ
る
。
淮
南
子
の
原
文
は

淮
南
元
年
。
冬
。
太
一
　在
二　
乙
　
。
亥
一　
（
己
酉
）冬
至
。
甲
午
立
春

な
り
し
を
、
早
く
既
に
劉
歆
の
修
正
を
経
た
る
に
　あ

ら
ざ非　る
か
。
　ひ

っ
き
ょ
う

畢
竟　
　え

ん
ぶ
ん

衍
文　
訂
正
は
な
お
慎
重
な
る
考
究
を
要
す
べ
く
、
差
当
り
て

の
考
証
の
材
料
と
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

㈤
天
馬
歌

イ
前
漢
書
礼
楽
志

天
馬
徠
。
　従
二　
西
　極
一　
中
略

　
　
天
馬
徠
。
執
徐
時
下
略
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太
初
四
年
。
　誅
二　
宛
　
。
王
一　
　獲
二　
宛
　馬
一　
作

ロ
前
漢
書
武
帝
紀

太
初
四
年
春
。
貳
師
将
軍
広
利
。
　斬
二　
大
宛
王
　
。
首
一　
　獲
二　
汗
血
　馬
一　
来
。
　作
二　
西
極
天
馬
之
　歌
一　

執
徐
時
と
は
辰
の
歳
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
辰
の
歳
は
現
行
干
支
紀
年
法
に
て
は
太
初
四
年
庚
辰
な
れ
ど
も
、
劉
歆
の
太
歳
紀

年
法
に
て
は
太
初
五
年
、
劉
歆
以
前
の
紀
年
法
に
て
は
太
初
三
年
に
当
り
し
筈
な
り
。
思
う
に
天
馬
の
来
れ
る
執
徐
の
時
は
太

初
三
年
な
る
を
、
漢
書
を
編
纂
せ
る
東
漢
人
は
、
当
時
の
無
超
辰
干
支
紀
年
法
に
て
執
徐
の
歳
を
推
し
、
太
初
四
年
と
書
せ
し

も
の
な
る
べ
し
。

㈥
前
漢
書
賈
誼
伝

誼
　為
二　
長
沙
　
。
伝
一　
三
年
。
　有
レ　
服
飛
　入
二　
誼
　舍
一　
中
略

　
　
廼
　為
レ　
賦
。
以
自
広
。
其
辞
曰
。
単
閼
之
歳
。
四
月
孟
夏
。
庚
子
日
斜
。
服

　集
二　
余
　舍
一　
下
略

　
　

単
閼
之
歳
と
云
う
の
は
卯
の
歳
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
年
代
不
明
な
る
故
考
証
の
材
料
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
思
う
に

古
紀
年
法
の
卯
歳
、
現
干
支
紀
年
法
の
巳
歳
で
、
文
帝
八
年
己
巳
の
歳
に
当
る
で
あ
ろ
う

㈦
離
騒

帝
高
陽
之
苗
裔
兮
。
朕
皇
考
　曰
二　
伯
　
。
庸
一　
攝
提
　貞
二　
于
孟
　陬
一　
兮
。
惟
庚
寅
吾
以
降

漢
の
王
逸
の
注
以
下
普
通
に
は
攝
提
格
の
歳
、
孟
陬
の
月
、
庚
寅
の
日
、
即
ち
寅
年
寅
月
寅
日
に
生
れ
た
こ
と
と
解
釈
し
て
居
る

が
、
朱
子
の
楚
辞
弁
証
に
は
、
攝
提
は
攝
提
格
に
非
ず
、
攝
提
　貞
二　
于
孟
　陬
一　
と
は
単
に
斗
柄
正
し
く
寅
位
を
指
す
の
月
と
云
う

意
で
、
寅
歳
と
云
う
意
味
は
な
い
と
弁
じ
て
居
る
。
思
う
に
朱
子
の
説
は
正
し
い
、
攝
提
は
決
し
て
歳
の
名
で
は
な
い
筈
で
あ
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る
。
　も若　
し
歳
名
な
ら
ず
と
す
れ
ば
本
論
文
の
問
題
外
で
あ
る
が
、
　し

か併　
し
本
文
の
如
き
詩
賦
に
あ
り
て
は
必
ず
し
も
文
字
を
理
論

通
り
に
用
い
ざ
る
べ
く
、
作
者
の
意
或
は
寅
年
寅
月
寅
日
な
り
し
や
も
計
り
難
い
。
屈
原
の
生
年
に
就
て
は
種
々
の
考
証
あ
る

に
も
　か

か拘　
わ
ら
ず
定
説
は
な
い
が
、
想
像
を
逞
う
す
れ
ば
、
当
時
の
元
始
甲
寅
の
歳
に
生
れ
た
る
が
た
め
に
殊
に
縁
起
を
祝
い
た

る
に
　あ

ら
ざ非　る
か
、
元
始
甲
寅
の
歳
と
す
れ
ば
、
西
紀
前
三
六
五
年（
現
行
干
支
丙
辰
）に
て
周
顯
王
四
年
、
楚
の
宣
王
五
年
で
あ
る
。

（
昭
和
三
年
五
月
追
記
　
　
㈣
淮
南
元
年
丙
子
は
前
一
六
四
年（
丁
丑
）に
当
り
、
㈥
賈
誼
単
閼
之
歳
は
文
帝
七
年（
前
一
七

三
年
戊
辰
）に
当
り
、
共
に
其
当
時
の
顓
頊
暦
紀
年
法
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
㈤
天
馬
歌
の
太
初
四
年（
前
一
〇
一
年
庚

辰
）を
執
徐
時（
卯
）と
数
え
て
居
る
の
は
其
当
時
の
殷
暦
紀
年
法
を
用
い
て
居
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
採
録
第
七
篇
「
漢
代

に
見
え
た
る
諸
種
の
暦
法
を
論
ず
」
干
支
紀
年
法
の
項
参
照
）

　
　
　
戦
国
時
代
に
於
け
る
天
文
学
の
発
達
　
其
一

上
に
溯
り
た
る
歳
星
の
記
事
と
下
に
及
ぼ
し
た
る
紀
年
法
の
歳
名
と
に
よ
り
て
、
こ
の
紀
年
法
は
戦
国
時
代
西
紀
前
三
六
五

年
を
元
始
と
せ
る
も
の
な
る
こ
と
を
論
断
し
た
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
見
解
を
取
り
て
戦
国
時
代
の
史
料
を
吟
味
す
れ
ば
、
今

日
に
残
存
せ
る
断
片
的
記
録
と
　い

え
ど雖　も
、
こ
れ
に
よ
り
て
当
時
に
於
け
る
天
文
学
発
達
の
一
班
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
の
み
な
ら

ず
、
か
く
し
て
考
究
し
得
た
る
も
の
は
飜
て
前
掲
論
断
の
傍
証
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。

㈠
十
二
次
の
制
定

黄
道
方
面
の
区
分
は
一
周
天
を
東
か
ら
西
へ
十
二
辰
に
分
ち
た
る
も
の
と
、
西
か
ら
東
へ
十
二
次
に
分
ち
た
る
も
の
と
二
種

あ
り
、
何
れ
に
し
て
も
、
季
節
を
定
む
る
た
め
の
観
象
が
北
辰
よ
り
黄
道
方
面
に
移
り
た
る
後
、
即
ち
春
秋
初
期
以
後
で
な
け
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れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
が
、
其
中
前
者
は
北
斗
の
向
き
に
て
季
節
を
定
め
た
る
慣
習
を
受
け
て
、
東
よ
り
西
へ
子
丑
寅
卯
の
十
二

辰
に
分
け
て
居
る
の
で
、
早
く
か
ら
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
者
は
西
よ
り
東
へ
即
ち
日
月
五
星
の
運
行
の
方
向
に
十
二

次
に
区
分
し
て
居
る
の
で
、
其
成
立
の
当
初
に
は
多
少
の
変
遷
を
経
た
で
あ
ろ
う
が
、
一
度
こ
れ
を
整
理
し
、
現
在
の
如
き
十

二
次
の
名
を
附
し
た
の
は
戦
国
時
代
で
、
主
と
し
て
五
星
の
位
置
を
示
す
た
め
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
思
う
。
十
二
次
と
二
十

八
宿
と
は
共
に
西
か
ら
東
へ
向
え
る
黄
道
の
区
分
法
で
あ
る
が
、
二
十
八
宿
は
主
と
し
て
暦
術
家
に
よ
り
て
日
月
の
位
置
を
指

示
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
、
十
二
次
は
主
と
し
て
星
占
家
に
よ
り
て
五
星
の
位
置
を
指
示
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
様
に
見
え

る
。
月
令
、
淮
南
子
、
史
記
に
十
二
次
の
名
の
見
え
ざ
る
は
　か

く斯　
の
　ご

と如　
き
理
由
に
よ
り
て
説
明
し
得
る
に
　あ

ら
ざ非　る

か
。

十
二
次
の
名
称
の
意
味
は
多
く
は
解
釈
が
出
来
る
。
壽
星
は
二
十
八
宿
の
起
首
角
亢
に
当
る
た
め
、
大
火
は
星
の
名
、
析
木
は

意
味
不
明
、
星
紀
は
冬
至
点
を
含
む
た
め
で
あ
る
。
玄
枵
は
虚
を
含
む
た
め
で
、
虚
は
本
来
の
其
星
象
が
廃
墟
の
形
に
類
せ
る

が
た
め
の
名
で
墟
　も

し若　
く
は
丘
の
意
味
を
有
し
て
居
っ
た
が
、
後
に
至
り
堯
時
代
の
冬
至
点
と
云
う
考
も
加
わ
り
て
空
虚
の
意
味

に
な
り
、
こ
れ
を
含
む
次
を
玄
枵
と
名
け
た
る
も
の
な
ら
ん
。
娵
訾
又
は
豕
韋
は
分
野
の
配
当
の
た
め
、
降
婁
は
星
の
名
奎
婁

と
同
音
、
大
梁
及
実
沈
は
分
野
の
配
当
の
た
め
、
鶉
首
鶉
火
鶉
尾
は
こ
れ
に
当
る
星
の
象
を
朱
鳥
に
見
立
て
た
る
た
め
で
あ
る
。

此
中
大
梁
実
沈
の
名
よ
り
見
る
も
戦
国
時
代
の
制
定
に
か
か
る
も
の
な
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が（
次
項
を
見
よ
）、
こ
の
事

は
又
星
紀
の
名
よ
り
も
明
か
で
あ
る
。
星
紀
は
其
名
称
よ
り
見
て
冬
至
点
を
含
む
次
で
あ
り
、
爾
雅
に
「
星
紀
は
斗
牽
牛
也
」
と

あ
る
を
見
れ
ば
、
制
定
の
時
代
は
斗
牽
牛
の
半
ば
、
丁
度
牽
牛
の
初
点
前
後
が
冬
至
点
に
当
り
し
時
代
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
牽

牛
の
初
点
はβ

C
ap

ricorn
u
s

で
此
星
の
赤
経
が
丁
度
二
七
〇
度
な
り
し
年
代
を
推
定
す
れ
ば
西
紀
前
四
三
〇
年
と
な
る
。
赤
経

は
百
年
に
付
約
一
度
半
ず
れ
る
筈
故
、
十
二
次
制
定
の
年
代
は
西
紀
前
四
三
〇
年
を
中
心
と
し
て
前
後
に
百
年
乃
至
二
百
年
以
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内
の
間
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
。

㈡
分
野
の
制
定

分
野
の
考
は
古
い
。
天
の
河
を
地
上
の
漢
水
に
見
立
て
て
、
天
漢
又
は
河
漢
と
称
え
た
の
は
、
カ
ル
デ
ヤ
の
古
代
に
チ
グ
リ

ス
、
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
の
二
大
河
に
見
立
て
た
の
と
同
じ
く
、
分
野
の
考
の
原
始
的
に
し
て
又
自
然
的
な
る
も
の
と
云
う
べ
き
で

あ
る
。
参
を
晋
の
星
と
し
火
を
宋
の
星
と
し
た
の
は
一
歩
を
進
め
た
る
も
の
で
、
参
も
火
も
共
に
黄
道
方
面
の
著
し
き
大
星
で

古
代
に
於
て
年
内
の
季
節
を
知
ら
ん
が
た
め
に
観
測
し
た
る
　い

わ
ゆ
る

所
謂　
大
辰
で
あ
る
が
、
晋
の
祖
先
か
又
は
晋
の
地
方
民
の
祖
先
は

主
と
し
て
参
を
観
測
し
、
宋（
殷
）の
祖
先
か
又
は
宋
の
地
方
民
の
祖
先
は
主
と
し
て
火
を
観
測
し
て
居
っ
た
が
た
め
に
、
後
に

至
り
次
第
に
参
は
晋
の
星
、
火
は
殷（
宋
）の
星
と
な
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
左
伝
昭
公
元
年
の
條
に
見
ゆ
る
次
の

説
話
に
依
て
明
か
で
あ
る

子
産
曰
。
昔
高
辛
氏
　有
二　
二
　
。
子
一　
伯
　曰
二　
閼
　
。
伯
一　
季
　曰
二　
実
　
。
沈
一　
　居
二　
于
曠
　
。
林
一　
　不
二　
相
　能
一　
也
。
日
　尋
二　
干
　
。
戈
一　
以
相
征
討
。
后

帝
　不
レ　
臧
。
　遷
二　
閼
伯
于
商
　
。
丘
一　
　主
レ　
辰（
火
）。
商
人
是
因
。
故
辰（
火
）　為
二　
商
　星
一　
　遷
二　
実
沈
于
大
　
。
夏
一　
　主
レ　
参
。
唐
人
是
因
。

以
　服
ー二　
事
夏
　商
一　
中
略

　
　
故
参
　為
二　
晋
　星
二　

　か
く斯　
の
　ご

と如　
き
地
方
的
伝
説
　も

し若　
く
は
慣
習
を
心
核
と
し
て
、
分
野
の
考
は
次
第
に
発
達
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
る
る
が
、
遂
に

こ
れ
を
集
成
統
一
し
て
黄
道
の
一
周
天
を
国
々
に
割
り
当
て
た
の
は
戦
国
時
代
で
、
前
項
十
二
次
の
制
定
と
約
同
時
代
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
。

第
五
節
に
輯
録
せ
る
如
き
分
野
の
割
り
当
て
は
、
大
体
に
於
て
、
実
沈
を
晋
に
、
大
火
を
宋
と
す
る
こ
と
を
既
定
の
條
件
と

し
て
、
周
天
を
順
次
周
辺
の
国
々
に
割
り
当
て
た
も
の
で
、
其
中
燕
の
分
野
だ
け
が
著
し
き
例
外
を
な
し
て
居
る
の
は
漢
初
に

33



改
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
如
く
で
あ
る
。
一
々
の
割
り
当
て
を
詳
論
す
る
こ
と
は
問
題
外
で
あ
る
が
、
制
定
年

代
に
密
接
の
関
係
あ
る
次
の
諸
点
は
特
に
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
韓（
鄭
）魏
趙
が
各
一
つ
の
分
野
を
有
し
、
晋
は
分
野
を
有
せ
ざ
る
こ
と
。
韓
魏
趙
が
晋
を
滅
し
た
の
は
、
史
記
六
国
表
及
び
韓
、

魏
世
家
に
よ
れ
ば
西
紀
前
三
七
六
年（
趙
世
家
に
よ
れ
ば
三
五
九
年
）で
あ
り
、
竹
書
紀
年
に
よ
れ
ば
西
紀
前
三
七
〇
年
で
あ
る
。

ロ
淮
南
子
に
は
韓
の
代
り
に
鄭
と
し
て
あ
る
が
、
韓
が
鄭
を
滅
し
て
都
を
鄭
に
移
し
た
の
は
、
史
記
に
よ
れ
ば
西
紀
前
三
七
五

年
で
、
古
本
竹
書
紀
年
に
よ
れ
ば
西
紀
前
三
七
六
年
で
あ
る

ハ
魏
と
趙
の
分
野
は
淮
南
子
と
漢
書
と
に
て
相
転
倒
し
て
居
る
が
、
こ
れ
は
淮
南
子
の
方
が
正
し
く
、
魏
の
分
野
は
大
梁
で
、
趙

の
分
野
は
晋
の
後
を
受
け
て
実
沈
で
あ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
魏
が
河
西
の
地
を
秦
に
入
れ
て
都
を
大
梁
に
移
し
た
の
は
、史

記
魏
世
家
に
よ
れ
ば
西
紀
前
三
四
〇
年
で
あ
る
が
、
古
本
竹
書
紀
年
に
よ
れ
ば

（
梁
恵
成
王
）六
年
四
月
甲
寅
　徒
二　
都
于
大
　梁
一　

と
あ
り
、
西
紀
前
三
六
五
年
で
あ
る
。
二
者
の
間
に
二
十
五
年
の
差
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
史
記
に
「
秦
既
　得
レ　
意
。
　焼
二　
天
下
詩

　
。
書
一　
諸
侯
史
記
尤
甚
為
」
と
断
っ
て
あ
る
　ご

と如　
く
、
僅
か
の
残
存
材
料
に
よ
り
た
る
史
記
よ
り
は
、
　む

し寧　
ろ
竹
書
紀
年
の
方
を
探
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

㈠
及
㈡
を
併
せ
考
う
れ
ば
、
十
二
次
と
分
野
と
は
同
時
代
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
、
其
年
代
は
、
歳
星
記
事
及
び
歳
陰
紀
年

に
対
す
る
元
始
の
年
、
即
ち
西
紀
前
三
六
五
年
頃
に
適
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
戦
国
時
代
に
於
け
る
天
文
学
の
発
達
　
其
二
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㈢
十
二
の
歳
名

攝
提
格
、
単
閼
等
の
十
二
の
歳
名
は
、
爾
雅
、
淮
南
子
、
史
記
、
漢
書
等
に
見
え
て
居
る
が
、
是
等
の
名
は
古
き
詩
書
春
秋
等

に
見
え
ず
、
後
世
に
は
実
用
に
供
せ
ら
れ
ず
、
其
語
原
不
明
な
る
こ
と
等
の
た
め
に（

１
）、

或
は
漢
代
に
事
を
好
む
も
の
が
創
製
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
と
か
、
又
は
、
是（

２
）等

は
外
国
伝
来
の
語
な
る
べ
く
、
以
て
周
末
に
外
国
暦
法
の
支
那
に
輸
入
さ
れ
た
る
こ
と

の
一
証
と
な
す
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
な
ど
と
疑
わ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
予
思
う
に
是
等
の
歳
名
は
戦
国
時
代
に
創
製
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
歳
星
の
運
行
は
十
二
辰
の
方
向
と
反
対
な
る
が
故
に
、
十
二
支
を
紀
年
に
利
用
す
る
こ
と
は
　か

え
っ却　て
一
種
の

混
雑
を
来
た
す
の
恐
れ
あ
り
、
殊
更
に
耳
　な熟　
れ
ざ
る
名
称
を
用
う
る
の
必
要
あ
り
て
、
地
方
語
な
ど
を
利
用
し
て
案
出
さ
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
後
次
第
に
歳
星
の
映
像
な
る
太
歳
を
以
て
紀
年
す
る
方
法
に
　な熟　
れ
、
遂
に
は
歳
星
と
絶
縁
せ
る
干
支
紀
年
法

を
用
う
る
に
至
り
て
は
、
攝
提
格
以
下
の
名
称
は
全
然
之
を
用
う
る
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
文
人
墨
客
が
な
お
是

等
の
歳
名
を
襲
用
し
て
居
る
の
は
、
単
に
奇
を
好
む
に
過
ぎ
ず
、
当
初
採
用
の
意
を
去
る
こ
と
甚
だ
遠
い
。

今
試
に
是
等
の
歳
名
と
、
そ
れ
に
対
す
る
歳
星
太
歳
等
の
位
置
と
を
対
応
せ
し
め
て
列
挙
す
れ
ば
次
の
　ご

と如　
く
で
あ
る
。

歳
　
星
　
所
　
在

歳
　
　
名

大
歳
所
在
十
二
辰

十
二
次

二
十
八
宿
注
　
意

攝
提
格

寅

丑

星
　
紀

斗
　
牛

意
　
味

単
　
閼
蝉
焉
、
亶
安

卯

子

玄
　
枵
天
竈

女
虚
危

音
　
韻

執
　
徐

辰

亥

娵
　
訾
豕
韋

室
　
壁

音
　
韻

大
荒
落
大
芒
落
、
大
荒
駱

巳

戌

降
　
婁

奎
　
婁

音
　
韻

敦
　
牂
大
律

午

酉

大
　
梁
大
棣

胃
　
昴

音
　
韻

協
　
洽
叶
洽
、
汁
洽

未

申

実
　
沈

畢
觜
參

　
―
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涒
　
灘
芮
漢
、
涒
歎
　
　

申

未

鶉
　
首

井
　
鬼
　
　
―
　

作
　
噩
作
鄂
、
作
詺

酉

午

鶉
　
火

柳
星
張
　
　
―
　

閹
　
茂
掩
茂
、
淹
茂

戌

巳

鶉
　
尾

翼
　
軫

　
―
　

大
淵
獻

亥

辰

壽
　
星

角
亢
氐

　
―
　

困
　
敦
困
頓

子

卯

大
　
火

房
心
尾

　
―
　

赤
奮
若

丑

寅

析
　
木

箕
　
斗

音
　
韻

予
は
音
韻
の
学
に
通
じ
な
い
が
、
　ひ

そ私　
か
に
思
う
に
単
閼
、
執
徐
、
大
荒
落
、
敦
牂
、
赤
奮
若
等
の
名
は
天
竈
、
娵
訾
、
降
婁
、

大
梁
、
析
木
等
と
同
音
　も

し若　
く
は
転
訛
等
に
よ
り
て
相
通
ず
る
に
は
　あ

ら
ざ非　る

か
、
文
学
の
士
の
考
究
を
望
む
。
攝
提
格
は
史
記
天
官

書
に

大
角
者
。
天
王
帝
廷
。
其
両
旁
各
　有
二　
三
　
。
星
一　
鼎
足
　勾
レ　
之
　曰
二　
攝
　
。
提
一　
攝
提
者
。
　直
二　
斗
柄
　所
　一レ　　
指
。
以
　建
二　
時
　
。
節
一　
故
　曰
二　
攝

提
　格
一　

と
云
え
る
が
　ご

と如　
く
、
何
等
か
標
準
と
な
る
も
の
と
云
う
意
味
な
る
べ
く
、
歳
名
の
場
合
に
は
、
歳
星
が
星
紀
に
あ
る
歳
を
以
て

標
準
と
す
る
が
故
に
名
け
た
る
も
の
な
る
べ
し
。
　も若　
し
音
韻
に
関
す
る
予
の
想
像
が
当
を
得
て
居
る
な
ら
ば
、
併
せ
て
十
二
歳

名
の
半
数
は
其
語
原
を
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
外
国
輸
入
の
疑
の
如
き
は
　お

の
ず自　か
ら
氷
釈
し
去
る
で
あ
ろ
う
。

㈣
暦
法

左
伝
に
日
南
至
を
記
せ
る
も
の
が
二
ケ
所
あ
る

イ
僖
公
五
年
。
春
王
正
月
辛
亥
朔
。
日
南
至

ロ
昭
公
二
十
年
。
春
王
二
月
己
丑
。
日
南
至

こ
の
二
つ
の
記
事
の
間
は
年
数
百
三
十
三
、
日
数
四
八
五
七
八
日
に
て
、
丁
度
一
年
の
長
さ
を
三
百
六
十
五
日
四
分
の
一
と
せ
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る
も
の
に
相
当
す
る
の
み
な
ら
ず
、
二
つ
共
に
十
九
年
の
章
首
、
朔
旦
冬
至
の
時
に
相
当
し
て
居
る
の
で
、
是
等
の
記
事
は
三

統
暦
の
智
識
に
よ
り
て
後
よ
り
製
作
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
疑
う
人
も
あ
る（
例
え
ば
前
掲
飯
島
氏
の
如
き
）。
当
時
の
実
見
か
、

後
か
ら
製
作
し
た
る
も
の
か
は
容
易
に
判
断
し
難
い
が
、
春
秋
中
期
以
後
に
は
　と

け
い

土
圭　
に
よ
る
太
陽
の
影
の
観
測
が
大
に
進
歩
し

た
筈
で
あ
る
か
ら
、
予
は
当
時
実
見
の
記
事
と
見
て
少
し
も
差
支
な
い
と
思
う
。
多
く
の
観
測
の
中
か
ら
特
に
朔
旦
冬
至
の
も

の
の
み
が
記
録
さ
れ
て
伝
わ
っ
た
こ
と
も
自
然
的
で
怪
し
む
に
足
ら
な
い
し
、
太
初
暦
、
三
統
暦
の
如
き
は
　か

え
っ却　て
　か

く斯　
の
　ご

と如　
き
記

録
を
材
料
と
し
て
案
出
さ
れ
た
も
の
と
見
る
方
が
至
当
で
あ
る
と
思
う
。
仮
り
に
一
歩
を
譲
り
て
後
よ
り
製
作
し
た
る
も
の
と

す
る
も
、
其
製
作
年
代
は
戦
国
時
代
な
る
べ
く
、
決
し
て
漢
代
に
降
る
の
必
要
は
な
い
。
戦
国
時
代
の
人
士
が
日
至
の
観
測
及

び
推
歩
に
就
て
如
何
に
大
な
る
自
信
を
有
し
て
居
っ
た
か
は
、
孟
子
に

ハ
天
之
高
也
。
星
辰
之
遠
也
。
苟
　求
二　
其
　
。
故
一　
千
歳
之
日
至
。
　可
二　
坐
而
　致
一　
也

と
あ
る
に
見
て
も
明
か
で
あ
る
。
但
し
　と

け
い
土
圭　
に
よ
る
日
至
の
観
測
は
、
後
世
の
歴
志
に
よ
り
て
明
か
な
る
　ご

と如　
く
、
大
な
る
精
確

を
期
し
難
き
も
の
な
る
が
故
に
、
戦
国
時
代
　も

し若　
く
は
春
秋
時
代
に
於
て
は
二
三
日
前
後
の
差
違
は
到
底
免
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
。
イ
ロ
の
記
事
が
今
日
よ
り
の
推
歩
と
二
三
日
位
の
差
が
あ
る
と
し
て
も
、
当
時
の
実
見
記
事
に
非
ざ
る
証
拠

と
は
な
ら
な
い
。

千
歳
の
日
至
を
推
歩
す
る
と
云
う
こ
と
は
、
一
年
の
長
さ
の
精
確
な
る
智
識
を
有
し
て
居
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
既
に
一

年
の
長
さ
に
就
て
相
当
の
智
識
を
有
す
る
以
上
、
比
較
的
簡
単
に
知
り
得
べ
き
一
ケ
月
の
長
さ
に
就
て
も
精
確
な
る
智
識
を
有

し
て
居
っ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
ろ
う
し
、
従
っ
て
両
者
を
結
合
す
れ
ば
容
易
に
案
出
し
得
べ
き
十
九
年
七
閏
の
法
も
戦
国
時
代

の
人
士
に
知
れ
て
居
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。
な
お
こ
の
想
像
を
強
む
る
も
の
は
、
左
伝
の
著
者
が
所
々
に
春
秋
の
暦
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法
に
対
し
て
加
え
て
居
る
批
評
で
あ
る
。

ニ
文
公
元
年
。
春
。
　於
レ　
是
　閏
二　
三
　
。
月
一　
　非
レ　
礼
也
。
先
王
之
　正
レ　
時
也
。
　履
二　
端
於
　
。
始
一　
　挙
二　
正
於
　
。
中
一　
　帰
二　
余
於
　
。
終
一　
　履
二　
端
於

　
。
始
一　
序
則
　不
レ　
愆
。
　挙
一　
正
於
　
。
中
一　
民
則
　不
レ　
惑
。
　帰
二　
余
於
　
。
終
一　
事
則
　不
レ　
悖
。（
こ
の
文
は
史
記
歴
書
に
も
引
用
さ
れ
て
居
る
）

ホ
襄
公
二
十
七
年
。
十
一
月
乙
亥
朔
。
日
　有
レ　
　食
レ　
之
。
辰
　在
レ　
申
。
司
歴
過
也
。
再
　失
レ　
閏
矣

ヘ
哀
公
十
二
年
。
冬
十
二
月
螽
。
季
孫
　問
二　
諸
仲
　
。
尼
一　
仲
尼
曰
。
丘
　聞
レ　
之
。
火
伏
而
後
蟄
者
畢
。
今
火
猶
西
流
。
司
歴
過
也
。

是
等
の
批
評
は
、
漢
書
律
歴
志
世
経
の
計
算
に
よ
り
て
明
か
な
る
が
　ご

と如　
く
、
十
九
年
七
閏
の
法
を
標
準
と
し
て
加
え
た
も
の
と

も
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
果
し
て
　し

か然　
り
と
断
定
す
る
こ
と
は
他
日
機
会
を
得
て
春
秋
の
暦
を
詳
細
に
吟
味
し
た
る

後
に
譲
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
に
は
左
伝
の
著
者
は
多
分
十
九
年
七
閏
の
法
を
熟
知
せ
し
な
ら
ん
と
疑
う
だ
け
に
止
め
る
。
次
節

に
論
ず
る
が
　ご

と如　
く
、
予
は
左
伝
を
以
て
戦
国
時
代
に
製
作
さ
れ
た
る
も
の
と
信
ず
る
が
故
に
、
つ
ま
り
戦
国
時
代
に
既
に
大
体

太
初
暦
程
度
の
こ
と
が
知
れ
て
居
っ
た
ろ
う
と
云
う
こ
と
に
な
る
。

十
九
年
七
閏
の
法
は
、
太
初
暦
以
後
の
　す

べ凡　
て
の
整
頓
せ
る
暦
法
の
根
柢
を
な
し
て
居
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
戦
国
時
代

に
知
ら
れ
て
居
っ
た
と
し
て
も
少
し
も
怪
し
む
に
足
ら
な
い
。
前
記
イ
ロ
が
実
見
の
記
事
と
し
て
伝
わ
っ
て
居
っ
た
と
す
れ
ば

勿
論
の
こ
と
、
　も若　
し
　し

か然　
ら
ず
と
す
る
も
春
秋
二
百
四
十
余
年
間
の
忠
実
な
る
記
録
を
少
し
く
真
面
目
に
吟
味
す
れ
ば
、
一
年
の

長
さ
を
相
当
精
確
に
算
出
し
、
従
っ
て
十
九
年
七
閏
法
を
発
見
す
る
こ
と
は
、
当
時
の
暦
法
家
に
対
し
て
も
容
易
の
こ
と
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

十
九
年
七
閏
の
法
は
、
西
洋
で
は
西
紀
前
四
三
二
年
頃
に
メ
ト
ン
の
発
見
せ
る
も
の
と
云
わ
れ
て
居
る
が
、
一
年
を
三
百
六
十

五
日
四
分
の
一
と
し
た
る
十
九
年
法
、
即
ち
太
初
暦
の
如
き
七
十
六
年
法
は
西
紀
前
三
三
四
年
頃
に
カ
リ
ポ
ス
の
修
正
し
た
る
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も
の
で
あ
る
。
支
那
で
は
明
か
に
記
せ
る
も
の
と
し
て
は
西
紀
前
百
年
頃
の
淮
南
子
史
記
等
に
始
め
て
見
え
て
居
る
の
で
、
飯

島
氏
の
如
き
は
、
太
初
暦
は
西
洋
か
ら
支
那
に
輸
入
し
た
る
も
の
な
ら
ん
と
疑
う
て
居
る
が
、
　か

く斯　
の
　ご

と如　
き
疑
は
理
由
が
な
い
。
一

年
の
長
さ
と
一
ヶ
月
の
長
さ
と
を
調
和
せ
る
　い

わ
ゆ
る

所
謂　
太
陽
太
陰
暦
を
用
い
ん
と
す
れ
ば
、
早
晩
十
九
年
七
閏
の
法
に
到
着
す
べ
き

筈
で
、
東
西
別
々
に
同
じ
法
を
発
見
す
る
の
は
偶
然
に
非
ず
し
て
当
然
で
あ
る
。
　い

わ況　
ん
や
上
述
せ
る
疑
が
事
実
な
り
と
す
れ
ば
、

支
那
に
於
け
る
七
十
六
年
法
の
形
跡
は
、
左
伝
の
製
作
時
代
即
ち
西
紀
前
三
六
五
年
頃（
次
節
を
見
よ
）ま
で
溯
る
の
で
、
　か

え
っ却　て

西
洋
よ
り
も
古
い
。

㈤
周
正
と
夏
正

春
秋
の
後
期
は
　い

わ
ゆ
る

所
謂　
周
正
を
用
い
て
居
る
の
に
、
秦
初
の
呂
氏
春
秋
月
令
に
は
明
か
に
夏
正
を
用
い
て
居
る
。
春
秋
以
後
秦

初
に
至
る
ま
で
の
間
に
月
の
数
え
方
を
二
ヶ
月
ほ
ど
変
更
し
た
時
期
が
あ
る
に
相
違
な
い
が
、
そ
れ
は
何
時
頃
で
あ
ろ
う
か
。

爾
雅
に
正
月
　為
レ　
陬
と
あ
り
。
こ
の
陬
は
娵
訾
の
娵
な
る
べ
し
と
思
わ
る
る
が
、
果
し
て
然
ら
ば
太
陽
が
娵
訾（
営
室
）に
あ
る

の
は
　い

わ
ゆ
る

所
謂　
建
寅
月
で
あ
る
故
、
爾
雅
及
離
騒
は
夏
正
の
月
を
用
い
て
居
る
。
国
語
の
越
語
に
玄
月
と
あ
り
、
こ
の
月
の
名
は
爾

雅
に
見
ゆ
る
も
の
故
、
国
語
編
纂
時
代
も
亦
夏
正
の
月
を
用
い
て
居
っ
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

思
う
に
月
の
数
え
方
を
改
め
た
る
は
、
左
伝
国
語
の
製
作
時
代
西
紀
前
三
百
六
十
年
前
後
に
　あ

ら
ざ非　る
か
。
そ
れ
よ
り
少
し
く
時

代
を
後
に
せ
る
孟
子
に
見
ゆ
る
も
の
は
皆
周
正
の
月
で
あ
る
が
こ
れ
は
改
正
後
日
な
お
浅
く
し
て
、
　し

ば
ら暫　く
混
用
せ
る
時
代
に
当

る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
西
紀
前
二
九
九
年
ま
で
の
記
事
に
終
れ
る
魏
の
国
の
史
記
な
る
竹
書
紀
年
が
全
部
夏
正
の
月

に
て
記
せ
り
と
称
す
る
の
と
、
左
伝
の
中
に
て
主
と
し
て
晋
に
関
す
る
部
分
が
多
く
夏
正
を
用
い
て
居
る
　ご

と如　
く
見
ゆ
る
の
と
は
、

こ
の
月
名
の
改
正
が
魏
晋
地
方
に
始
ま
り
、
特
に
晋
の
歴
史
だ
け
は
早
く
夏
正
に
改
め
ん
と
試
み
た
る
が
た
め
な
ら
ん
と
思
わ
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れ
る
。
晋
は
春
秋
時
代
よ
り
し
て
夏
正
を
用
い
て
居
っ
た
と
云
う
人（

３
）も

あ
る
が
、
列
国
会
盟
な
ど
の
多
か
り
し
春
秋
時
代
に
長

き
期
間
を
通
じ
て
異
な
る
暦
を
用
い
た
り
と
は
信
じ
難
い
。
夏
正
周
正
の
混
用
さ
れ
て
居
っ
た
の
は
、
戦
国
時
代
に
て
改
正
後

の
数
十
年
の
間
に
止
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　か
く斯　

の
　ご

と如　
き
見
解
に
よ
れ
ば
、
左
伝
の
中
の
一
部
特
に
晋
に
関
す
る
部
分
に
は
左
伝
製
作
の
際
に
、
其
当
時
の
暦
注
の
考
に
よ

り
て
、
月
の
名
を
改
め
た
る
も
の
が
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
春
秋
長
歴
を
考
究
す
る
に
当
て
は
一
々
経
と
伝
と

暦
日
の
出
所
を
区
別
し
て
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

更
に
秦
が
天
下
を
一
統
し
て
正
朔
を
改
め
十
月
を
以
て
歳
首
と
し
た
る
際
に
、
月
名
を
も
併
せ
て
改
め
て
、
夏
正
の
月
と
三
ヶ

月
ほ
ど
異
な
り
た
る
月
名
を
用
い
た
で
あ
ろ
う
と
云
う
説（

４
）も

あ
る
が
、
こ
れ
は
信
じ
難
い
。
秦
の
正
朔
を
襲
用
し
た
る
漢
初
の

暦
月
が
夏
正
の
月
で
あ
る
こ
と
は
、
賈
誼
の
鵩
鳥
賦
及
太
初
改
暦
の
詔
書
に
依
て
明
か
な
る
こ
と
で
あ
る
。
改
月
説
の
唯
一
の

論
拠
は
漢
書
に
「
元
年
冬
十
月
五
星
　聚
二　
于
東
　井
一　
」
と
あ
る
記
事
で
、
こ
の
現
象
は
同
年
の
六
月
、
七
月
頃（
夏
正
）に
あ
っ
た

筈
な
る
故
、
十
月
と
云
え
る
は
三
ヶ
月
異
な
り
た
る
秦
月
を
以
て
記
せ
る
に
非
ず
や
と
も
疑
わ
る
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け

で
は
確
か
な
論
拠
と
し
て
は
不
充
分
で
あ
る
。
夏
正
の
七
月
を
冬
十
月
と
云
う
の
は
無
理
で
あ
る
。
思
う
に
史
記
に
は
十
月
と

は
な
い
、
高
祖
が
前
十
月
を
以
て
秦
に
入
り
、
六
七
月
頃
に
至
り
て
五
星
東
井
に
聚
り
た
る
を
、
漢
書
の
記
者
が
両
者
を
併
せ

て
混
同
し
た
る
も
の
と
見
る
方
が
至
当
で
あ
ろ
う
。

注(

1)

明
張
鼎
思
―
―
瑯
邪
代
酔
篇
　
歳
陽
月
陽
の
部

(

2)

既
掲
飯
島
氏
論
文
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(

3)

顧
炎
武
日
知
録
、
毛
検
討
経
問
等

(
4)

同
右

（
昭
和
三
年
五
月
追
記
　
㈣
暦
法
、
㈤
周
正
と
夏
正
、
両
項
に
就
て
は
、
本
書
採
録
第
八
篇
「
戦
国
秦
漢
の
暦
法
」
に
詳
論

し
て
居
る
）

　
　
　
左
伝
国
語
の
製
作

㈠
歳
星
記
事

第
八
節
及
第
十
一
節
に
論
断
し
た
る
が
　ご

と如　
く
、
左
伝
及
国
語
に
見
え
た
る
歳
星
の
記
事
は
西
紀
前
三
六
五
年
の
天
象
観
測
に

よ
り
、
こ
の
年
を
基
準
元
始
の
年
と
し
て
推
歩
し
た
る
も
の
な
る
が
故
に
、
其
製
作
は
こ
の
年
以
後
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と

は
無
論
で
あ
る
、
が
　し

か併　
し
又
、
こ
の
基
準
の
年
よ
り
後
十
数
年
を
経
れ
ば
、
既
に
観
測
と
推
歩
と
の
間
に
若
干
の
差
違
あ
る
こ

と
に
気
が
つ
く
筈
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
記
事
の
製
作
は
、
基
準
の
年
以
後
数
年
以
内
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
思
う
。
基

準
元
始
の
年
西
紀
前
三
六
五
年
は
、
周
顯
王
四
年
、
梁
恵
王
六
年
、
現
行
干
支
に
て
丙
辰
の
歳
に
当
る
。

こ
の
時
代
に
こ
の
記
事
を
作
製
せ
る
人
の
誰
な
る
か
は
容
易
に
知
り
難
い
が
、
其
人
は
五
星
を
観
測
せ
る
星
占
家
に
し
て
、
星

占
の
方
法
と
し
て
十
二
次
及
分
野
を
制
定
し
、
且
つ
己
の
星
占
法
に
権
威
を
与
え
ん
が
た
め
に
溯
り
て
歳
星
の
記
事
を
作
製
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
十
二
次
と
分
野
と
が
大
梁
の
名
に
よ
っ
て
明
か
な
る
　ご

と如　
く
、
特
に
魏
晋
地
方
に
偏
し
て
居
る
を
以
て
見
れ

ば
、
こ
の
製
作
者
は
魏
晋
地
方
に
関
係
深
き
星
占
家
の
中
に
物
色
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

史
記
天
官
書
に
古
来
の
天
文
星
占
家
を
掲
げ
て
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昔
之
　伝
二　
天
　数
一　
者
。
高
辛
之
前
重
黎
。
　於
二　
唐
　虞
一　
義
和
。
殷
商
巫
咸
。
周
室
史
佚
萇
弘
。
　於
レ　
宋
子
章
。
鄭
則
稗
竈
。
　在
二　

齊
甘
　公
一　
。
楚
唐
昧
。
趙
尹
皐
。
魏
石
申

と
あ
り
、
張
守
節
の
史
記
正
義
に
は
劉
向
の
七
録
を
引
い
て

甘
公
楚
人
。
戦
国
時
。
　作
二　
天
文
星
占
八
　巻
一　

石
申
魏
人
。
戦
国
時
。
　作
二　
天
文
八
　巻
一　

と
述
べ
て
居
る
。
前
漢
書
天
文
志
に
は
、
歳
星
の
位
置
を
記
す
に
当
り
、
太
初
の
位
置
の
外
に
石
氏
甘
氏
の
言
を
引
用
し
て
居

り
、
宋
の
邵
康
節
の
皇
極
経
世
書
に
は
「
五
星
之
説
。
　自
二　
甘
公
石
　公
一　
始
」
と
云
う
て
居
る
。
今
日
伝
わ
れ
る
も
の
に
甘
石
の

星
経
な
る
も
の
あ
り
、
開
元
占
経
に
甘
氏
石
氏
の
言
を
多
く
引
用
し
て
居
る
が
其
伝
来
の
正
し
き
や
否
や
は
確
か
で
な
い
。

甘
石
両
氏
に
就
て
は
、
こ
れ
以
上
そ
の
生
存
年
代
等
に
就
て
も
知
る
所
が
な
い
が
、
予
は
　ひ

そ私　
か
に
魏
の
石
申
を
以
て
歳
星
記

事
の
製
作
者
に
擬
し
た
い
と
思
う
。
　け

だ盖　
し
上
来
考
究
し
て
得
た
る
條
件
を
　す

こ
ぶ頗　る
よ
く
満
足
し
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
前
記
天
文

八
巻
な
る
も
の
の
中
に
は
定
め
し
歳
星
記
事
も
編
入
さ
れ
て
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
。
其
書
は
後
世
に
伝
わ
ら
な
い
が
、
其
流
派

は
多
く
緯
書
に
伝
わ
り
た
る
も
の
な
る
べ
く
、
緯
書
の
中
に
甲
寅
元
始
を
記
せ
る
も
の
の
多
い
の
は
其
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

㈡
左
伝
及
国
語

左
伝
及
国
語
の
中
に
あ
る
歳
星
の
記
事
は
、
其
部
分
だ
け
後
よ
り
追
加
し
た
も
の
と
は
到
底
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
少
く

と
も
左
伝
国
語
の
著
者
が
歳
星
に
よ
る
星
占
法
を
よ
く
了
解
し
よ
く
信
じ
て
編
入
し
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な

い
か
ら
、
左
伝
と
国
語
と
は
同
一
著
者
に
よ
り
て
同
時
に
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
云
う
古
来
の
説
に
一
の
有
力
な
る
論

拠
を
与
え
、
な
お
其
著
作
年
代
は
歳
星
記
事
の
製
作
以
後
即
ち
西
紀
前
三
六
五
年
以
後
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
示
す
の
で
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あ
る
。
又
一
方
の
極
限
に
就
て
は
　も若　
し
漢
初
ま
で
降
れ
ば
越
得
歳
の
解
釈
を
異
に
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
な
る
が
故
に
、
少
く

と
も
漢
初
以
前
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
要
す
る
に
歳
星
の
記
事
と
干
支
紀
年
法
の
変
遷
と
よ
り
見
た
る
所
に
て
は
、
左
伝
国
語

の
製
作
年
代
は
戦
国
時
代
西
紀
前
三
六
五
年
以
後
に
て
漢
初
ま
で
は
降
ら
ぬ
と
云
う
結
論
を
得
る
の
で
あ
る

左
伝
の
製
作
年
代
に
就
て
は
古
来
学
者
間
に
種
々
の
議
論
が
あ
る(

1)。
其
一
班
を
竹
添
氏
の
左
氏
会
箋
巻
首
総
論
の
部
に
輯
録

せ
る
も
の
に
よ
り
て
見
れ
ば
、
左
伝
の
立
論
の
内
容
と
文
の
勢
と
よ
り
見
る
論
は
別
と
し
、
左
伝
を
以
て
戦
国
時
代
以
後
の
も

の
と
す
る
論
拠
は
、
左
伝
の
中
に
戦
国
時
代
の
こ
と
を
或
は
記
載
し
或
は
豫
言
せ
る
が
故
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
　か

か拘　
わ
ら
ず
左
伝

を
以
て
直
に
春
秋
に
接
せ
る
も
の
と
す
る
説
は
、
是
等
の
戦
国
時
代
の
記
事
は
左
伝
の
論
旨
を
事
実
の
上
に
　せ

ん
め
い

闡
明　
せ
ん
が
た
め

に
著
者
の
志
を
継
で
後
よ
り
追
加
し
た
る
も
の
、
豫
言
は
字
義
通
り
の
豫
言
な
り
し
も
の
と
し
て
説
明
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る

が
、
予
は
既
に
左
伝
の
製
作
を
以
て
戦
国
時
代
西
紀
前
三
六
五
年
以
後
と
論
断
せ
る
が
故
に
後
者
の
如
き
弁
明
は
全
く
無
意
味

で
あ
る
。
戦
国
時
代
に
関
す
る
記
事
と
、
遙
に
偶
中
率
を
超
越
せ
る
豫
言
の
適
中
と
は
、
こ
れ
に
よ
り
て
左
伝
製
作
年
代
の
範

囲
を
限
定
す
る
の
材
料
に
供
し
得
べ
き
筈
で
あ
る（

２
）。

イ
左
伝
の
記
事
は
大
体
哀
公
二
十
七
年（
西
紀
前
四
六
八
年
）を
以
て
終
て
居
る
が
、
其
末
尾
に
次
の
こ
と
が
附
加
さ
れ
て
居
る
。

悼
之
四
年
。
晋
荀
瑤
　帥
レ　
師
　囲
レ　
鄭
中
略

　
　
趙
襄
子
　由
レ　
是
　惎
二　
知
　
。
伯
一　
遂
　喪
レ　
之
。
知
伯
貧
而
復
。
故
韓
魏
反
而
　喪
レ　
之
終　

三
族
が
知
伯
を
滅
ぼ
し
た
の
は
西
紀
前
四
五
三
年
。
趙
襄
子
が
卒
し
て
諡
号
を
得
た
の
は
西
紀
前
四
二
五
年
で
あ
る
。

ロ
僖
公
三
十
一
年（
西
紀
前
六
二
九
年
）

冬
。
狄
　囲
レ　
衞
。
衞
　遷
二　
于
帝
　
。
丘
一　
卜
　曰
二　
三
百
　年
一　

こ
の
年
よ
り
三
百
年
後
は
西
紀
前
三
二
九
年
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衞
の
亡
び
た
の
は
西
紀
前
二
〇
九
年
で
あ
る
。

ハ
文
公
六
年（
西
紀
前
六
二
一
年
）

秦
伯
任
好
卒
。
　以
二　
子
車
氏
之
三
子
奄
息
仲
行
鍼
　虎
一　
　為
レ　
殉
。
皆
秦
之
良
也
。
国
人
　哀
レ　
之
。
　為
レ　
之
　賦
二　
黄
　
。
鳥
一　
君
子
曰
。
秦

穆
之
　不
レ　
　為
二　
盟
　主
一　
也
宜
哉
。
死
而
　棄
レ　
民
中
略

　
　
今
縦
　無
三　
法
以
　遣
二　
後
　
。
嗣
一　
而
又
　収
二　
其
　良
一　
以
死
。
　難
二　
以
　在
　一レ　　
上
矣
。
君
子
是

以
　知
三　
秦
之
　・不
二　
・復
・東
　・征
一　
也

史
記
秦
本
紀
に
は
此
文
を
引
用
し
君
子
曰
云
々
の
批
評
を
加
え
て
居
る
が
、
是
以
　知
下　
秦
　・不
上レ　
　・能
二　
・復
・東
　・征
一　
也
と
変
更
し
て

あ
る
の
は
、
事
前
と
事
後
と
に
於
け
る
語
勢
の
差
を
示
し
て
居
る
の
で
あ
ろ
う
。

天
子
伯
を
秦
に
致
し
、
諸
侯
　

こ
と
ご
と
畢　
く
秦
を
賀
す
る
に
至
っ
た
の
は
西
紀
前
三
四
三
年
で
秦
が
六
国
を
滅
し
皇
帝
と
称
し
た
の

は
西
紀
前
二
二
一
年
で
あ
る
。

ニ
襄
公
二
十
九
年（
西
紀
前
五
四
四
年
）

季
子
諸
国
の
楽
を
聴
き
て
其
興
亡
を
論
ず
る
條
に

鄭
。
其
先
亡
乎
　
鄭
の
滅
び
た
る
は
西
紀
前
三
七
五
年

齊
。
国
　未
レ　
　可
レ　
量
也
　
齊
は
西
紀
前
三
八
六
年
に
田
齊
と
な
り
西
紀
前
二
二
一
年
に
滅
ぶ
。

ホ
昭
公
四
年（
西
紀
前
五
三
八
年
）

渾
罕
曰
上
略

　
　
姫
　在
レ　
列
者
。
蔡
及
曹
滕
其
先
亡
乎
。
偪
而
　無
レ　
礼
。
鄭
　先
レ　
衞
亡
。
偪
而
　無
レ　
法

蔡
の
滅
び
た
る
は
西
紀
前
四
四
七
年
、
曹
の
滅
び
た
る
は
西
紀
前
四
八
七
年
で
共
に
疑
わ
な
い
が
、
滕
の
滅
び
た
る
年
代

に
就
て
は
種
々
の
説
が
あ
る
。
林
春
溥
の
戦
国
紀
年
は
戦
国
策
に
よ
り
て
、
周
慎
靚
王
三
年（
西
紀
前
三
一
八
年
）に
宋
王
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偃
に
滅
ぼ
さ
れ
た
と
し
て
居
る
が
、
　か斯　
く
て
は
孟
子
に
滕
定
公
文
公
の
話
が
あ
る
の
と
合
わ
ぬ
の
で
、
通
鑑
は
こ
の
事
を

周
赧
王
二
十
九
年（
西
紀
前
二
八
六
年
）に
載
せ
て
居
る
。
　し

か然　
る
に
竹
書
紀
年
に
よ
れ
ば
今
本
に
は
威
烈
王
十
年
に
於
越
　滅
レ　

滕
と
あ
り
、
古
本
に
は（
幽
公
十
四
年
）於
粤
子
朱
句
三
十
四
年

　
　
　
　
　滅
レ　
滕
と
あ
り
、
　い

ず孰　
れ
に
し
て
も
西
紀
前
四
一
五
年
に
滅
び
た

こ
と
に
な
っ
て
居
る
。
思
う
に
滕
は
一
た
び
越
に
滅
さ
れ
、
孟
子
の
少
し
前
の
時
代
に
復
活
し
た
る
に
　あ

ら
ざ非　る
か
。

以
上
輯
録
せ
る
も
の
を
通
覧
し
、
豫
言
の
適
不
適
を
顧
慮
し
て
左
伝
の
著
作
年
代
を
進
退
す
れ
ば
次
表
の
如
き
も
の
に
な
る
。

　
　
論
　
　
　
　
　
拠

推
　
定
　
著
　
作
　
年
　
代

以
　
　
後

以
　
　
前

歳
星
の
記
事
と
干
支
紀
年
法

三
六
五

漢
　
　
初

イ
現
実
記
事

四
二
五

ロ
衞
未
亡

三
二
九

ハ
秦
東
征
の
勢

（
三
四
三
）

ニ {

鄭
亡

齊
亡

三
七
五

二
二
一

ホ 

蔡
亡

曹
亡

滕
亡

四
四
七

四
八
七

四
一
五

三
二
〇
頃

（
滕
と
孟
氏
）

思
う
に
左
伝
の
製
作
年
代
は
、
西
紀
前
三
六
五
年
以
後
、
西
紀
前
三
二
九
年
以
前
で
、
多
分
西
紀
前
三
百
四
五
十
年
頃
で
あ

ろ
う
。
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著
作
者
の
誰
人
な
る
か
を
考
究
す
る
の
は
本
論
文
の
範
囲
外
で
あ
る
が
、
歳
星
記
事
と
聯
関
し
て
考
う
れ
ば
、
魏
の
人
　も

し若　
く

は
魏
に
関
係
あ
る
人
な
る
べ
き
は
無
論
で
あ
ろ
う
。
史
記
魏
世
家
恵
王
三
十
五
年
の
條
に

恵
王
数
　敗
二　
於
軍
　
。
旅
一　
　卑
レ　
礼
　厚
レ　
幣
。
以
　招
二　
賢
　
。
者
一　
騶
衍
淳
于
髠
孟
朝
皆
　至
レ　
梁
云
々

　
　

と
あ
る
が
、
左
伝
の
著
作
者
は
是
等
の
学
者
の
中
に
求
む
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

左
伝
の
著
者
は
二
三
百
年
を
溯
り
て
其
人
の
言
わ
ざ
り
し
豫
言
を
言
い
し
も
の
の
　ご

と如　
く
に
作
製
し
記
載
せ
る
を
以
て
見
れ
ば

其
他
の
事
項
と
　い

え
ど雖　も
　す

べ凡　
て
当
時
の
事
実
の
み
を
記
載
せ
る
も
の
と
信
用
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
筈
で
あ
る
。
従
っ
て
左
伝
に
記

載
せ
る
事
実
を
引
用
す
る
に
当
て
は
こ
の
点
に
関
し
周
到
な
る
吟
味
を
要
す
る
と
云
う
こ
と
に
な
る
。
拙
著
支
那
上
代
の
暦
法

中
に
引
用
せ
る
事
項
に
就
て
も
、
か
か
る
見
解
に
従
え
ば
多
少
取
捨
す
べ
き
も
の
が
あ
る
様
に
思
う
。
該
論
文
の
大
綱
は
幸
に

も
是
等
の
小
修
正
に
依
て
影
響
を
受
け
な
い
が
、
十
二
次
、
分
野
及
び
歳
星
紀
年
法
に
関
す
る
論
断
は
、
本
論
文
に
研
究
し
得

た
る
　ご

と如　
く
訂
正
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

注(

1)

四
庫
全
書
総
目
提
要
―
―
春
秋
左
伝
正
義
の
部

竹
添
氏
―
―
左
氏
曾
箋
巻
首
総
論

既
掲
飯
島
氏
論
文

(

2)

顧
炎
武
日
知
録
―
―
左
氏
不
必
盡
信
の
條
参
照

　
　
　
結
論
概
括
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㈠
左
伝
国
語
に
あ
る
歳
星
の
位
置
は
当
時
の
実
見
に
基
き
た
る
も
の
に
非
ず
し
て
、
後
の
時
代
よ
り
不
完
全
な
る
智
識
に
よ

り
て
推
歩
し
た
る
も
の
で
あ
る
。

㈡
推
歩
を
始
め
た
る
基
準
元
始
の
年
代
は

十
二
年
一
周
法
に
よ
り
て
戦
国
時
代（
西
紀
前
三
百
七
十
年
前
後
）か
、
又
は

百
四
十
四
年
超
辰
法
に
よ
り
て
前
漢
末（
西
紀
前
十
年
前
後
）か

両
者
其
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

㈢
太
初
元
年
の
歳
名
に
甲
寅
、
丙
子
、
丁
丑
等
の
混
雑
あ
る
こ
と
、
及
び
秦
漢
の
際
の
歳
名
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
歳
陰
紀
年

法
即
ち
干
支
紀
年
古
法
は
戦
国
時
代
に
始
ま
れ
る
も
の
で
、
其
元
始
甲
寅
の
歳
は
西
紀
前
三
六
五
年（
現
行
干
支
丙
辰
）で

あ
る
。

㈣
前
両
項
を
併
せ
考
う
れ
ば
、
上
に
溯
り
て
歳
星
の
位
置
を
推
歩
し
た
る
年
は
即
ち
下
に
向
て
歳
陰
紀
年
法
を
実
行
し
始
め

た
る
年
に
し
て
西
紀
前
三
六
五
年
周
顯
王
の
四
年
で
あ
る
。

㈤
十
二
次
と
分
野
と
は
星
占
の
目
的
の
た
め
に
前
項
と
同
時
代
に
制
定
し
た
る
も
の
で
あ
る
。

㈥
是
等
の
仕
事
は
魏
の
石
申
の
手
に
成
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

㈦
左
伝
及
国
語
の
製
作
年
代
は
其
中
に
編
入
せ
る
歳
星
の
記
事
と
豫
言
の
適
不
適
と
に
よ
り
て
察
す
る
に
、
戦
国
時
代
西
紀

前
三
百
六
十
五
年
よ
り
三
百
三
十
年
に
至
る
間
で
あ
る
。

㈧
左
伝
の
豫
言
法
は
後
験
的
で
あ
る
事
実
を
見
た
る
後
に
溯
り
て
豫
言
の
形
式
を
与
え
た
る
も
の
で
あ
る
。

㈨
戦
国
時
代
に
始
め
ら
れ
た
る
歳
陰
紀
年
法
は
劉
歆
に
よ
り
て
超
辰
的
太
歳
紀
年
法
に
改
め
ら
れ
、
後
漢
に
至
り
て
歳
星
に
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無
関
係
な
る
干
支
紀
年
法
に
改
め
ら
れ
、
以
て
今
日
に
及
ん
で
居
る
。
従
っ
て
史
記
十
二
諸
侯
年
表
、
竹
書
紀
年
等
に
見

る
如
き
、
戦
国
時
代
以
前
の
紀
年
に
附
せ
る
干
支
は
、
　す

べ凡　
て
後
漢
以
後
に
附
加
し
た
る
も
の
で
あ
る
。

㈩
十
二
歳
区
分
の
紀
年
法
は
西
紀
前
三
六
五
年
以
前
に
は
存
在
し
な
い
。
　も若　
し
以
前
よ
り
あ
り
し
と
す
れ
ば
、
こ
の
年
制
定

の
際
に
甚
だ
し
き
混
乱
を
見
る
べ
き
筈
な
る
が
故
で
あ
る
。

従
っ
て
周
礼
爾
雅
の
如
き
は
、少
く
と
も
其
十
有
二
歳
の
こ
と
を
記
せ
る
部
分
は
こ
の
年
以
後
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

十一
攝
提
格
、
単
閼
等
の
十
二
の
歳
名
は
外
来
語
に
は
　あ

ら
ざ非　る
が
如
し
。

十二
太
初
暦
の
智
識
は
戦
国
時
代
に
発
達
せ
る
も
の
で
　ひ

っ
き
ょ
う

畢
竟　
春
秋
二
百
四
十
余
年
間
の
忠
実
な
る
記
録
の
賜
で
あ
る
。

（
大
正
七
年
藝
文
）

48



•
底
本
に
は
、
新
城
新
蔵
著
『
東
洋
天
文
学
史
研
究
』（
昭
和
三〔
一
九
二
八
〕年
九
月
）
を
使
用
し
た
。

•

読
み
や
す
さ
の
た
め
に
、旧
漢
字
は
新
漢
字
に
、旧
か
な
は
新
か
な
に
変
更
し
、適
宜
振
り
仮
名
を
つ
け
た
。
た
だ
し
、「
堯
」、

「
儘
」
な
ど
の
一
部
の
漢
字
は
旧
漢
字
の
ま
ま
に
し
た
。

•
P
D
F

化
に
はL AT

E
X
2ε

で
タ
イ
プ
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
行
い
、d

v
ip
d
fm

x

を
使
用
し
た
。

科
学
の
古
典
文
献
の
電
子
図
書
館
「
科
学
図
書
館
」

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
c
a
m
.
h
i
-
h
o
.
n
e
.
j
p
/
m
u
n
e
h
i
r
o
/
s
c
i
e
n
c
e
l
i
b
.
h
t
m
l

「
科
学
図
書
館
」
に
新
し
く
収
録
し
た
文
献
の
案
内
、
そ
の
他
「
科
学
図
書
館
」
に
関
す
る
意
見
な
ど
は
、

「
科
学
図
書
館
掲
示
板
」

h
t
t
p
:
/
/
6
3
2
5
.
t
e
a
c
u
p
.
c
o
m
/
m
u
n
e
h
i
r
o
u
m
e
d
a
/
b
b
s

を
御
覧
い
た
だ
く
か
、
書
き
込
み
く
だ
さ
い
。
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